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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

　

回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期

決算年月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 平成18年12月 平成19年12月

売上高 (千円) 2,072,3422,032,7851,984,4602,022,405 ―

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) 221,354△766,822△762,360220,051 ―

当期純利益又は
当期純損失(△)

(千円) 126,862△755,732△955,380238,385 ―

純資産額 (千円) 1,382,5091,380,466421,037749,048 ―

総資産額 (千円) 1,893,2362,321,9111,355,172 ― ―

１株当たり純資産額 (円) 380.45 322.70 98.42 169.51 ―

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△)

(円) 34.38 △190.72△223.33 54.25 ―

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 73.0 59.5 31.1 ― ―

自己資本利益率 (％) 9.4 △54.7 △106.1 40.7 ―

株価収益率 (倍) 23.4 ― ― 8.2 ―

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 22,597△919,956△339,731354,723 ―

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △88,211△130,440 68,492 38,688 ―

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △132,4941,225,753△4,431△114,156 ―

現金及び現金同等物の
期末残高

(千円) 724,151909,139633,468912,724 ―

従業員数 (名) 71 83 88 ― ―

(注) １　売上高には消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第７期及び第10期は希薄化効果を有している潜在株式が存

在しないため記載しておりません。また、第８期及び第９期は１株当たり当期純損失を計上しているため記載

しておりません。

３　第８期及び第９期の株価収益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。

４　連結子会社である株式会社アルゴノーツ及び株式会社ディープラネットを平成18年11月20日付で第三者に売

却したため、平成18年12月31日現在の連結貸借対照表は作成しておりません。このため、第10期については、連

結経営指標等の一部については記載しておりません。

５　第11期より連結財務諸表を作成していないため、当連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については、

記載しておりません。

　

EDINET提出書類

株式会社エルゴ・ブレインズ(E05222)

有価証券報告書

  2/110



(2) 提出会社の経営指標等

　

回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期

決算年月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 平成18年12月 平成19年12月

売上高 (千円) 2,066,5091,983,8871,880,4052,023,0961,462,175

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) 231,140△678,744△761,589256,915△194,812

当期純利益又は
当期純損失(△)

(千円) 137,050△706,957△1,029,111164,633△242,084

持分法を適用した場合の投資
損益

(千円) ― ― ― △33,087△34,685

資本金 (千円) 548,525903,025903,025948,145948,145

発行済株式総数 (株) 3,745,6004,345,6004,345,6004,486,6004,486,600

純資産額 (千円) 1,399,9591,446,691416,832671,090429,072

総資産額 (千円) 1,922,0352,347,2601,336,3971,432,668918,378

１株当たり純資産額 (円) 385.25 338.18 97.44 151.87 97.10

１株当たり配当額
(内、１株当たり
中間配当額)

(円)

(円)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△)

(円) 37.14 △178.41△240.57 37.47 △54.79

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 72.8 61.6 31.2 46.8 46.7

自己資本利益率 (％) 10.1 △49.7 △110.4 30.3 △44.0

株価収益率 (倍) 21.6 ― ― 11.8 ―

配当性向 (％) ― ― ― ― ―

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― ― ― △273,863

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― ― ― △48,675

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― ― ― △168,883

現金及び現金同等物の
期末残高

(千円) ― ― ― ― 421,302

従業員数 (名) 62 66 75 69 85

　 (注) １　売上高には消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第７期及び第10期は希薄化効果を有している潜在株式が存

在しないため記載しておりません。また、第８期、第９期及び第11期は１株当たり当期純損失を計上している

ため記載しておりません。

３　第８期、第９期及び第11期の株価収益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。

４　持分法を適用した場合の投資損益については、第９期までにおいては持分法の対象となる関連会社は存在しな

いため、記載しておりません。

５　第10期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９日）

および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　

平成17年12月９日）を適用しております。

６　キャッシュ・フロー計算書は第11期より作成しているため、第10期以前の営業活動によるキャッシュ・フ

ロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期

末残高については記載しておりません。
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２ 【沿革】

　

年月 概要

平成９年10月
インターネットマーケティングへの参画を目指し、京都府長岡京市に有限会社エルゴ・ブレインズ

を設立。

平成10年10月 資本金を10百万円に増資し、株式会社エルゴ・ブレインズに組織変更。

平成10年11月
本社機能を大阪市北区紅梅町に移転。

中小企業創造的活動促進法の認定を京都府より受ける。

平成11年１月 ドリームメール会員募集開始。

平成11年４月 ダイレクトＥメール「ドリームメール」配信開始。

平成12年１月 東京オフィスを東京都港区に開設。

平成12年５月 本社機能を大阪市北区太融寺町に移転。

平成12年６月 新事業創出促進法の認定を通産省より受ける。

平成12年７月 会員コミュニティサイト「ドリームシティ」開設。

平成12年12月 名古屋オフィスを名古屋市中区栄に開設。

平成13年７月 インターネットリサーチサービス「ターゲットリサーチ」のサービス開始。

平成13年９月 東京オフィスを東京都千代田区に移転。

平成13年12月 株式会社アルゴノーツを設立。

平成14年２月 大阪証券取引所ナスダック・ジャパン(現「ヘラクレス」市場)に株式を上場。

平成14年５月 ドリームメール会員向けにHTMLマガジンの配信開始。

平成14年10月 本社を大阪市北区堂島に移転。

平成15年３月 名古屋オフィスを東京オフィスに統合。(名古屋オフィス閉鎖)

平成15年10月 Ｅコマース事業(ドリームカタログ)開始。

平成15年11月 株式会社ディープラネットを設立。

平成16年２月 東京オフィスを東京都港区に移転。

平成16年７月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社との資本・業務提携を実施。

平成16年８月 携帯電話向けサービス「ドリームメールモバイル」配信開始。

平成18年９月 CGMパブリシティ掲載依頼サービス「PUB-BLOG（パブログ）」を開始。

平成18年10月 住友商事株式会社と資本提携及び戦略的提携関係を構築。

平成18年11月 株式会社アルゴノーツ及び株式会社ディープラネットの全株式を譲渡。

平成18年12月 動画投稿を利用したドロップシッピングサービスサイト「ラクウリ」を開始。

平成19年４月 本店所在地を東京オフィスに変更。

平成19年５月 大阪オフィスを大阪市北区松ヶ枝町に移転。

平成19年６月 ロックに特化した仮想都市型サイト「WeROCK City（ウィー・ロック・シティー）」を開始。

平成19年10月 フリーマーケット型SNSサイト「roomono（ルーモノ）」を開始。
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３ 【事業の内容】

当社の企業集団は、株式会社エルゴ・ブレインズ(当社)、子会社１社(非連結子会社１社)、親会社１社及

び持分法適用関連会社１社により構成されております。当社グループは、当社会員(ドリームメール会員)を

事業基盤として、インターネット及び会員データベースを活用したダイレクトＥメール配信サービス、イン

ターネットリサーチサービスなどのマーケティング事業及びＥコマース事業を主な事業として展開してお

ります。

　

親会社、子会社及び持分法適用関連会社の状況は下記のとおりであります。

　

(1) 当社の関係会社及び継続的で緊密な事業上の関係がある関連当事者の事業内容

　

名称 事業内容 出資比率 区分

㈱エルゴ・ブレインズ マーケティング事業、Ｅコマース事業 ― 当社

デジタル・アドバタイジング・
コンソーシアム㈱

インターネット広告業 ― 親会社

㈱グリッド・ソリューションズ コンテンツ事業 27.2％持分法適用関連会社　

　

(2) 事業内容

①マーケティング事業

インターネット及び会員データベースを活用し、効率的なマーケティングサービスを提供するデー

タベースマーケティング事業であります。主な内容は、クライアントニーズに基づいた属性セグメント

の会員に対して企業広告等をＥメールにより配信する、ダイレクトＥメール配信サービス、及び精緻な

会員データベースから自由に調査対象の属性セグメントを選定して実施できるアンケート調査サービ

ス、並びに特定の属性セグメントの会員に対して配信する当社発行HTMLメールマガジンの広告枠等の

販売であります。

　

②Ｅコマース事業

当社会員(ドリームメール会員)向けのオンラインショッピングサービスであります。
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(3) 当社会員(ドリームメール会員)について

当社は、当社グループのビジネス基軸であるドリームメール会員を主にインターネット広告により

募集しております。インターネットユーザーは、バナー広告等から当社の会員登録サイト「ドリーム

メール」にアクセスし、当社から配信されるＥメールの受け取りを事前承諾した上で、メールアドレ

ス、住所、氏名、年齢、性別、趣味他詳細な個人情報を登録することにより、ドリームメール会員となりま

す。

当社は、当該ドリームメール会員の属性情報をデータベース化して管理し、当社グループの事業に活

用しております。また、会員コミュニティサイトの運営等による活性化、登録内容の更新を促す様々な

施策を実施するとともに、定期的に無効なメールアドレスの削除を行い、会員データベースのクオリ

ティ向上に努めております。

　

　

なお、平成18年３月以降における３ヶ月ごとのドリームメール会員数の推移は下表のとおりです。

　

平成18年
３月

平成18年
６月

平成18年
９月

平成18年
12月

平成19年
３月

平成19年
６月

平成19年
９月

平成19年
12月

ドリームメール
会員数(千人)

2,032 2,022 2,075 2,113 2,160 2,160 2,012 1,881

(注)　当社は、何らかの事由によりメールが届かない会員のメールアドレスを適宜削除して会員登録数を把握しており

ます。
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(4) 事業系統図

当社グループの事業の系統図は、次のとおりであります。
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４ 【関係会社の状況】

　

名称 住所
資本金
(千円)

主要な事業の
内容

議決権の所有
被所有割合

関係内容所有
割合
(％)

被所有
割合
(％)

(親会社)

デジタル・アドバタイジ

ング・コンソーシアム㈱

(注)２、３、４

東京都渋谷区 3,387,977
インターネット
広告業

―
45.6

(19.0)

役員の兼任４名

営業取引

(持分法適用関連会社)

㈱グリッド・ソリューショ

ンズ
東京都渋谷区 210,000コンテンツ事業 27.2 ― ―

(注) １　「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別の名称を記載しております。

２　有価証券報告書の提出会社であります。

３　被所有割合は100分の50以下でありますが、支配力基準により親会社としております。

４　議決権の被所有割合の（）内は、間接所有割合で内数となっております。

　

５ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

平成19年12月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

85 30.5 2.7 5,110,634

(注) １　従業員数は、当社から他社への出向者を除く就業人員数であります。

２　当社は年俸制を採用しているため、平均年間給与には賞与及び基準外賃金は含まれておりません。

３　従業員が前期末に比べ16名増加しましたのは、営業力の強化及び新規事業の拡大の為、人材の採用等をしたこ

とによるものであります。

　

(2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２ 【事業の状況】

前事業年度に連結子会社がなくなったため、当事業年度は非連結決算へ移行しており、連結財務諸表

は作成しておりません。このため、「事業の状況」については、当社個別の内容を記載しております。

　

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当事業年度におけるわが国の経済は、堅調な企業業績を背景に引き続き穏やかな拡大を続けており

ますが、原油価格に代表される原材料価格の高止まりや、米国のサブプライムローン問題に端を発する

株安・円高基調の影響などにより、その先行きは不透明な状況にあります。

当社が属するインターネット業界におきましては、ブロードバンド環境の普及や携帯電話の定額料

金制度の導入などを背景に、引き続き、その利用者が増加しております。また、ブログ（日記風簡易型サ

イト）やＳＮＳ（コミュニティ型会員制サービス）といった消費者参加型のメディアが定着するな

ど、利用目的やサービス内容がインターネット技術の進化とともに一層多様化しており、その可能性と

影響力は、市場の拡大とともに、今後も一層広がっていくものと思われます。

こうした環境のもと、当社は、当事業年度を新たな事業を試みる「挑戦の１年」として位置づけ、あ

らゆる可能性を探りながら、出来るだけ多くの事業を立ち上げ、当社にとって新たな収益源となる事業

を生み出すことを最重要課題として取り組んでまいりました。その結果、いくつかの新サービスを生み

出すことができました。

しかしながら、メール広告を中心とする既存事業の売上減少が大きく影響し、売上高は1,462,175千

円となり、前事業年度に比べ、560,921千円の減少（前事業年度比27.7％減）となりました。

商品別の売上高につきましては次のとおりです。

　オプトインメール「ＤＥmail」は、消費者金融関連広告の出稿自粛等の影響を受け、大手広告代理店

からの受注が大幅に減少したため、売上高は735,013千円（前事業年度比45.5％減）、売上高に占める

割合は50.3％（前事業年度は66.8％）となりました。ＨＴＭＬマガジン「マグスタ」は、積極的にタイ

アップ案件の獲得に取り組んだものの、オプトインメールと同様に市場環境悪化の影響を受け、売上高

は145,072千円（前事業年度比29.3％減）、売上高に占める割合は9.9％（前事業年度は10.1％）とな

りました。ブログ記事掲載型広告「パブログ」は、当事業年度に本格的な事業の立ち上がりを見せ、売

上高は35,581千円（前事業年度は681千円）、売上高に占める割合は2.4％（前事業年度は0.0％）とな

りました。インターネットリサーチ「ターゲットリサーチ」は、新規顧客の開拓に積極的に取り組んだ

ものの、一部の大口顧客の調査案件減少等により、売上高は129,633千円（前事業年度比17.0％減）、売

上高に占める割合は8.9％（前事業年度は7.7％）となりました。Ｅコマース事業「ドリームカタロ

グ」は、積極的な多店舗展開とマーチャンダイジング力の強化により、売上高は383,236千円（前事業

年度比24.6％増）、売上高に占める割合は26.2％（前事業年度は15.2％）となりました。また、サイト

制作等の受託案件にも積極的に取り組んだ結果、サイト制作他の売上高は33,636千円（前事業年度は

3,540千円）となり、売上高に占める割合は2.3％（前事業年度は0.2％）となりました。
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期別
前事業年度

（自　平成18年１月１日
　　至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
　　至　平成19年12月31日）

売上項目 金額 構成比 金額 構成比

オプトインメール
「ＤＥmail」

千円 千円

1,350,12066.8% 735,01350.3%

ＨＴＭＬマガジン
「マグスタ」 205,15110.1% 145,0729.9%

ブログ記事掲載型広告
「パブログ」 681 0.0% 35,581 2.4%

インターネットリサーチ
「ターゲットリサーチ」 156,1307.7% 129,6338.9%

Ｅコマース
「ドリームカタログ」 307,47115.2% 383,23626.2%

サイト制作他 3,540 0.2% 33,636 2.3%

合計
2,023,096100.0% 1,462,175100.0%

　

売上原価は、主にＥコマース事業の業容拡大に伴い、494,215千円となり、前事業年度に比べ94,559千

円の増加（同23.7％増）となりました。また、販売費及び一般管理費は、1,163,136千円となり、主に広

告宣伝費や地代家賃の削減等により、前事業年度に比べ208,833千円の減少（同15.2％減）となりまし

た。

上記の結果、経常損失は194,812千円（前事業年度は256,915千円の経常利益）となり、大阪オフィス

移転に伴う固定資産除却損等の特別損失を計上し、当期純損失は242,084千円（前事業年度は164,633

千円の当期純利益）となりました。

　

(2) キャッシュ・フローの状況

当事業年度末における現金および現金同等物は、当期純損失の計上による営業キャッシュフローの

マイナスや、長期借入金返済による支出等の要因により、前事業年度末に比べ491,422千円減少し、

421,302千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のと

おりです。

　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は273,863千円となりました。これは主に税引前当期純損失239,644千

円によるものです。

　

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は48,675千円となりました。これは主に投資有価証券の取得、無形固定

資産の取得による支出等によるものです。

　

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は168,883千円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出

によるものです。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当社では、当事業年度において生産に該当する事項はありません。

　

　

(2) 仕入実績

当事業年度の仕入実績を事業の商品別に示すと、次のとおりであります。

項目 仕入高(千円) 前年同期比(％)

Ｅコマース事業　Ｅコマース「ドリームカタログ」 340,282 28.9

合計 340,282 28.9

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　金額は、仕入価格によっております。

　

　

(3) 受注実績

当事業年度における受注実績を事業の種類別及び商品別に示すと、次のとおりであります。

項目
受注高
(千円)

前年同期比
(％)

受注残高
(千円)

前年同期比
(％)

マーケティング
事業

オプトインメール®
 「ＤＥｍａｉｌ」

735,013 △45.6 ─ ─

インターネットリサーチ
「ターゲットリサーチ」

129,633 △17.0 ─ ─

ＨＴＭＬマガジン
「マグスタ」

152,287 △28.2 47,115 18.1

ブログ記事掲載型広告
「パブログ」

43,529 6,287.3 7,947 ─

その他 33,636 849.9 ─ ─

小計 1,094,100△57.4 55,062 ─

Ｅコマース事業
Ｅコマース
「ドリームカタログ」

383,236 24.6 ─ ─

合計 1,477,337△27.2 55,062 38.0

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　受注残高は、広告主から申込書を受け入れており、いまだ役務を提供していないものの金額を記載してお

ります。
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(4) 販売実績

当事業年度における販売実績を事業の種類別及び商品別に示すと、次のとおりであります。

項目 販売高(千円) 前年同期比(％)

マーケティング事業

オプトインメール®「ＤＥｍａｉｌ」 735,013 △45.6

インターネットリサーチ「ターゲットリサーチ」 129,633 △17.0

ＨＴＭＬマガジン「マグスタ」 145,072 △29.3

ブログ記事掲載型広告「パブログ」 35,581 5,121.1

その他 33,636 849.9

小計 1,078,938 △62.9

Ｅコマース事業 Ｅコマース「ドリームカタログ」 383,236 24.6

合計 1,462,175 △27.7

(注) １　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先
前事業年度 当事業年度

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

デジタル・アドバタイジング・
コンソーシアム㈱

1,252,422 61.9 626,321 42.8

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３ 【対処すべき課題】

当社は、約188万人の会員を擁するデータベースを中核と位置づけ、既存事業の拡大に加え、様々な新

規事業にトライアルすることで、中長期的な成長を模索しております。

主な事業領域は、これまでに培った経験や技術、販売網等が直接的に活かされる「広告事業領域」

と、新たに挑戦している、個人の情報発信力や消費力に着目した「ユーザー向け事業領域」の二本柱と

し、各々の事業領域における成長が、相乗効果を発揮する事業モデルになることを基本戦略としており

ます。 

(1) 収益改善に向けた取組み

当社は、当事業年度において195,176千円の営業損失を計上しております。当社は、当該状況を早期に

解消すべく、営業力強化による既存事業の売上拡大や、新規事業のスピーディーな成長と拡大、さらに

経費削減の継続的な取り組みといった諸施策を引き続き講じてまいります。

(2) 新たな商品の開発

当事業年度においては、新規商品であるブログ記事掲載型広告「パブログ」やフリーマーケットＳ

ＮＳサイト「roomono」などが立ち上がりました。既存商品であるオプトインメール「DEmail」と、

HTML版マガジン広告「マグスタ」を合計した売上の構成比は、前事業年度の76.9％から当事業年度は

60.2％に減少いたしました。今後も引き続き、新たな収益基盤の構築に向けて、クライアント企業及び

消費者ニーズに対応した新商品の開発を進めてまいります。

(3) Ｅコマース事業の強化

インターネット利用者人口が増加し、Ｅコマース（電子商取引）の利便性が認知されるとともに、そ

の市場が急拡大する中、当社では積極的にＥコマース事業の拡大に取り組んでおります。引き続き、自

社ショッピングサイト「ドリームカタログ」におけるマーチャンダイジング力の強化及び他社との業

務提携による新たなサービスの提供などに加え、物販サービスの枠にとらわれない新たなビジネスの

可能性を模索してまいります。

(4) 会員データベースの質的向上及び量的維持

当社のアセットの中核となる会員データベースの質的向上・量的維持に取り組むとともに、情報運

用における管理体制を強化し、信頼のおけるアクティブで質の高いデータベースを蓄積していくこと

で、競争優位性の強化と収益の拡大を図ってまいります。

　

EDINET提出書類

株式会社エルゴ・ブレインズ(E05222)

有価証券報告書

 13/110



４ 【事業等のリスク】

当社の事業等のリスクのうち、主要なものは下記のとおりです。当社は、これらのリスクが生じる可能

性を認識した上で、その発生の回避および発生した場合の影響を最小限にとどめるよう全力を挙げて取

り組んでまいります。なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末（平成19年12月31日）現在

において当社が判断したものであります。

(1) 国内外の政治・経済の状況、各種規制等

当社の業績は、国内外の経済状況によって影響を受ける可能性があります。たとえば、クライアン

トの広告費支出の水準は景気変動に敏感に反応いたしますので、当社のサービスに対する需要もそ

の影響を受けて変動致します。また、現在のところ、当社の事業に関して、事業継続に著しく重要な影

響を及ぼす法規則はありませんが、今後の法整備の結果次第では何らかの規則を受ける可能性があ

ります。

(2) 急激な技術変化等による情報インフラの変動

当社の事業は、インターネットをはじめとする情報通信分野の技術を前提としておりますが、この

分野における技術の進展はめまぐるしく、将来の動向を完全に予見できない状態にあります。その動

向に的確に対応することによって、当社は事業機会を拡大してまいりたいと考えております。しか

し、技術の変化によって代替品が出現したり、大幅な設備投資が必要になる場合には、当社の業績に

影響を与える可能性があります。

(3) 商品需給の急激な変動及び価格競争の激化

インターネット業界の歴史は浅く、今後新たな競合企業や代替商品が出現してくる可能性があり

ます。こうした競争等の影響を受けて、販売価格が著しく下落したり、販売数量が著しく減少したり

する場合には、当社の業績及び財務状況は悪影響を受ける可能性があります。

(4) 当社が他社と提携・協業して推進する事業の動向

当社は、積極的に他社と提携・協業を行ってまいりたいと考えております。それにより事業展開の

スピードアップを図ってまいりますが、他方で提携・協業して推進する事業が、当初の予想通りに推

移しない場合には、当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。

(5) 収益改善に向けた取り組みの成否

当社は、当事業年度において195,176千円の営業損失を計上しております。当社は、当該状況を早期

に解消すべく、営業力強化や新事業の売上拡大、経費削減といった諸施策を講じておりますが、こう

した取り組みが当初の予定通り進まない場合には、当社の業績に大きな影響を与える可能性があり

ます。

(6) 新規事業の成否

当社は、新規事業に積極的に取り組んでおります。その場合、必要に応じて、新規人材の採用、設備

の増強、開発費用等、追加的な支出が見込まれますが、これからの事業が安定的に収益を生み出すに

は一定の期間がかかることが予測されます。従って、当社の予測どおりに事業が推移しない場合に

は、当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。

(7) 外的要因（被災等を含む）により業務が支障をきたすリスク

天災地変、その他当社の責に帰さない事由や設備事故等の現時点では合理的に予測できない事由

が発生した場合には、当社の事業遂行が影響を受けることとなります。事業活動が停止したり、制約

を受けたりする場合には、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
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(8) 情報漏洩にかかるリスク

当社では、「ドリームメール会員」登録などを通して獲得した個人情報や、Ｅコマースを通じて取

得した購買履歴を含む個人情報等を保有しております。当社は、これらの個人情報の管理に関して、

プライバシーポリシーを有しており、その遵守に努めております。さらに、プライバシーマークを取

得するなど、個人情報の管理に関して水準の維持・向上につながる取り組みを行っております。しか

しながら、何らかの事故等によりこれらの情報が外部に漏洩した場合、損害賠償請求や信用下落等に

よって、当社の業績に影響を与える可能性があります。

　

５ 【経営上の重要な契約等】

(1) 広告取引契約

　

契約会社名 相手方の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間

㈱エルゴ・ブ
レインズ

デジタル・アドバタイ
ジング・コンソーシア
ム㈱

日本

DEmail
マグスタ
アフィリエイトプ
ログラム

独占的販売代理権の付
与

平成16年7月15日から
平成20年7月14日まで
(以降１年ごと更新)

　

６ 【研究開発活動】

当事業年度において、研究開発活動について特記すべき事項はありません。
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７ 【財政状態及び経営成績の分析】

　

(1) 財政状態

当事業年度末における資産は、前事業年度末に比べ514,290千円減少し、918,378千円となりました。

主な要因は、現金及び預金の減少、大阪オフィス移転に伴う固定資産除却による有形固定資産の減少等

によるものです。

　当事業年度末における負債は、前事業年度末に比べ272,271千円減少し、489,305千円となりました。主

な要因は、長期借入金の返済、ポイント制度変更によるポイント引当金の減少等によるものです。

　当事業年度末における純資産は、当期純損失の計上242,084千円等により429,072千円となりました。

　

(2) 経営成績

① 売上の状況

当事業年度における売上高は1,462,175千円と、前事業年度に比べて560,921千円の減少となりまし

た。Ｅコマース事業やブログ記事掲載型広告「パブログ」等の新規事業の売上高が増加したものの、

メール広告を中心とする既存事業の売上減少が大きく影響したため、前事業年度比で27.7％の減収と

なりました。

② 営業利益の状況

当事業年度における営業損失は195,176千円(前事業年度は251,471千円の営業利益）となりました。

主な要因としては、売上高の減少に加え、Ｅコマース事業の業容拡大に伴う売上原価の増加により、売

上総利益が967,959千円（前事業年度は1,623,440千円）となり、前事業年度比で40.4％の減益となっ

たことが挙げられます。

　なお、販売費及び一般管理費は、1,163,136千円となり、主に広告宣伝費や地代家賃の削減等により、前

事業年度に比べ208,833千円の減少（前事業年度比15.2％減）となりました。

③ 経常利益の状況

当事業年度における経常損失は194,812千円(前事業年度は256,915千円の経常利益）となりました。

当事業年度の営業外損益の主な内容は、受取利息や支払利息、賃借収入及び賃貸原価等です。

④ 当期純利益

当事業年度における当期純損失は242,084千円(前事業年度は164,633千円の当期純利益）となりま

した。当事業年度において45,197千円の特別損失が計上されておりますが、この主な内容は、大阪オ

フィス移転に伴う固定資産除却損や、投資有価証券の評価損等です。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当事業年度における設備投資総額は33,496千円であり、その主な内容は、ソフトウェア等の購入が21,982

千円、サーバ設備・パソコン等の購入が11,514千円であります。

　

２ 【主要な設備の状況】
平成19年12月31日現在

会社
(所在地)

事業別
の名称

設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(名)建物 器具備品

ソフトウェア
その他

合計

東京オフィス
(東京都港区)

全社
サーバ設備
事務所内装設備
事務用パソコン

17,644 12,529103,560133,73461

大阪オフィス
(大阪市北区)

全社

配信設備
サーバ設備
事務所内装設備
事務用パソコン

8,758 14,936 33,631 57,32624

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　ソフトウェアその他の内訳は、ソフトウェア35,105千円、差入保証金102,086千円であります。

３　上記の他、主要な賃借設備の内容は下記のとおりであります。

名称 数量(台) リース期間(年)
年間リース料
(千円)

リース契約残高
(千円)

サーバー
(所有権移転外ファイナンス・
リース)

1 5 25,680 35,655

サーバー
(所有権移転外ファイナンス・
リース)

1 5 11,481 22,896

事務機器
(所有権移転外ファイナンス・
リース)

5 5 1,108 5,357

　

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

該当事項はありません。

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 13,382,400

計 13,382,400

　

② 【発行済株式】

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成19年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年３月26日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 4,486,600 4,486,600
大阪証券取引所
ヘラクレス市場

―

計 4,486,600 4,486,600― ―

(注)　提出日現在の発行数には、平成20年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使(旧商法に基

づき発行された新株引受権の権利行使を含む。)により発行された株式数は、含まれておりません。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

①　旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権(ストックオプション)に関する事項は、次のとおりであ

ります。

臨時株主総会の決議日(平成13年５月28日)

事業年度末現在
(平成19年12月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年２月29日)

新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 　　　 304,000　(注)２、３ 　　　 304,000　(注)２、３

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,000　(注)４ 同左

新株予約権の行使期間
平成13年５月28日から
平成23年５月27日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 1,000
資本組入額 500

同左

新株予約権の行使の条件

平成13年５月28日開催の臨時株
主総会及び同日開催の取締役会
の決議に基づき、当社と付与対
象者の間で締結する「新株引受
権付与契約」に定めるものとす
る。(注)５

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 ― ―

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

― ―
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(注) １　当該ストックオプションは、当社取締役、使用人及び新事業創出促進法第11条ノ５第２項に規定する認定支援

者に対して付与したものであります。

２　新株予約権の目的となる株式の数は、権利付与対象者の権利行使および退職等に伴い、権利付与対象ではなく

なった株式の数を控除した残数を記載しております。

３　新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割等により払込金額を下回る価格で新株を発行するとき

は、次の調整式により調整される。なお、調整前払込金額は、１株当たりの払込金額の調整式(コンバージョン

・プライス方式)による調整前の払込金額を意味し、調整後払込金額は、同調整式による調整後の払込金額を

意味する。

　

調整後新株数　＝
調整前新株数　×　調整前払込金額

調整後払込金額

　
４　１株当たりの払込金額は、当社が株式分割等により払込金額を下回る価格で新株の発行が行われる場合は、次

の調整式(コンバージョン・プライス方式)により調整される。調整により生じる１円未満の端数は切り上げ

る。なお、合併、資本の減少、株式の併合等が行われる場合にも調整されるものとする。

　

調整後払込金額　＝
既発行株式数×調整前払込金額＋新発行株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋新発行株式数

　
５　主な新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。

①　権利を付与された者は、当社株券が日本証券業協会に登録された日、又はいずれかの金融商品取引所に上場

された日(以下「株式公開日」という。)以降、以下の区分に従って、付与された権利の一部又は全部を行使

することができる。なお、(ア)又は(イ)の場合に生ずる端株は(ウ)に繰り越すものとする。

(ア)　株式公開日の１年後の応答日以降、付与された権利のうち、３分の１の権利を行使することができる。

(イ)　株式公開日の１年６ヶ月後の応答日以降、付与された権利のうち、３分の２の権利を行使することが

できる。

(ウ)　株式公開日の２年後の応答日以降、付与された権利のすべてを行使することができる。

②　上記①に従い権利行使が可能となった新株引受権は、権利を与えられた者が死亡した場合には、死亡の日後

１年内に限りその相続人が新株引受権を行使することができる。

③　権利を付与された者(ただし、認定支援者を除く)が、当社の役員又は使用人たる地位を失った場合、これを行

使することはできない。

　　その他の条件については、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する「新株引

受権付与契約」に定めるところによる。
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臨時株主総会の決議日(平成13年11月16日)

事業年度末現在
(平成19年12月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年２月29日)

新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 　　 3,700　(注)１，２ 　　 3,700　(注)１，２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,000　(注)３ 同左

新株予約権の行使期間
平成13年11月16日から
平成23年11月15日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 1,000
資本組入額 500

同左

新株予約権の行使の条件

平成13年11月16日開催の臨時株
主総会及び同日開催の取締役会
の決議に基づき、当社と付与対
象者の間で締結する「新株引受
権付与契約」に定めるものとす
る。(注)４

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 ― ―

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

― ―

(注) １　新株予約権の目的となる株式の数は、権利付与対象者の権利行使および退職等に伴い、権利付与対象ではなく

なった株式の数を控除した残数を記載しております。

２　新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割等により払込金額を下回る価格で新株を発行するとき

は、次の調整式により調整される。なお、調整前払込金額は、１株当たりの払込金額の調整式(コンバージョン

・プライス方式)による調整前の払込金額を意味し、調整後払込金額は、同調整式による調整後の払込金額を

意味する。

　

調整後新株数　＝
調整前新株数　×　調整前払込金額

調整後払込金額

　
３　１株当たりの払込金額は、当社が株式分割等により払込金額を下回る価格で新株の発行が行われる場合は、次

の調整式(コンバージョン・プライス方式)により調整される。調整により生じる１円未満の端数は切り上げ

る。なお、合併、資本の減少、株式の併合等が行われる場合にも調整されるものとする。

　

調整後払込金額　＝
既発行株式数×調整前払込金額＋新発行株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋新発行株式数

　
４　主な新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。

①　権利を付与された者は、当社株券が日本証券業協会に登録された日、又はいずれかの金融商品取引所に上場

された日(以下「株式公開日」という。)以降、以下の区分に従って、付与された権利の一部又は全部を行使

することができる。なお、(ア)又は(イ)の場合に生ずる単元未満株は(ウ)に繰り越すものとする。

(ア)　株式公開日の１年後の応答日以降、付与された権利のうち、３分の１の権利を行使することができる。

(イ)　株式公開日の１年６ヶ月後の応答日以降、付与された権利のうち、３分の２の権利を行使することが

できる。

(ウ)　株式公開日の２年後の応答日以降、付与された権利のすべてを行使することができる。

②　上記①に従い権利行使が可能となった新株引受権は、権利を与えられた者が死亡した場合には、死亡の日後

１年内に限りその相続人が新株引受権を行使することができる。

③　権利を付与された者が、当社の役員又は使用人たる地位を失った場合、これを行使することはできない。

　　その他の条件については、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する「新株引

受権付与契約」に定めるところによる。
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②　平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)に

関する事項は、次のとおりであります。

定時株主総会の決議日(平成15年３月27日)

事業年度末現在
(平成19年12月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年２月29日)

新株予約権の数(個) 　 554　(注)１ 　 554　(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 　　　55,400　(注)１、２ 　　　55,400　(注)１、２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 880　(注)３ 同左

新株予約権の行使期間
平成16年６月１日から
平成20年５月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　　880
資本組入額　　440

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた者
(以下、「新株予約権者」とい
う。)のうち、当社の取締役及び
従業員並びに当社子会社の従業
員は、新株予約権の行使時にお
いても当社及び当社子会社の取
締役、監査役及び従業員の地位
にあることを要する。ただし、任
期満了による退任、定年による
退職の場合はこの限りではな
い。

同左
②新株予約権者のうち、社外協力
者は、新株予約権の行使時にお
いても、社外協力者であること、
又は当社及び当社子会社の取締
役、監査役及び従業員であるこ
とを要する。
③新株予約権の譲渡、質入れその
他処分及び相続は認めない。
④その他の条件については、本総
会及び取締役会決議に基づき、
当社と新株予約権者との間で締
結する「新株予約権割当契約」
に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取
締役会の承認を要するものとす
る。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

― ―

(注) １　新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、権利付与対象者の権利行使および退職等に伴い、権

利付与対象ではなくなった新株予約権の数及び株式の数を控除した残数を記載しております。

２　当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、

かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行

われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　
調整後株式数　＝　調整前株式数　×　分割・併合の比率

　
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割

もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
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３　当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１円未

満の端数は切り上げる。
　

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

　
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を

発行する場合を除く)は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１円未満の端数は切り

上げる。
　

既発行株式数 ＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新規発行前の時価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

　
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１

株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。

　

定時株主総会の決議日(平成17年３月25日)

事業年度末現在
(平成19年12月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年２月29日)

新株予約権の数(個) 　　 1,111　(注)１ 　　 1,111　(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 　　　 111,100　(注)１、２ 　　　 111,100　(注)１、２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 758　(注)３ 同左

新株予約権の行使期間
平成20年１月１日から
平成22年５月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　　758
資本組入額　　379

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた者
(以下、「新株予約権者」とい
う。)は、新株予約権の行使時に
おいても当社及び当社子会社の
取締役、監査役及び従業員の地
位にあることを要する。ただし、
任期満了による退任、定年によ
る退職の場合はこの限りではな
い。

同左

②その他の条件については、当社
と新株予約権者との間で締結す
る「新株予約権割当契約」に定
めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取
締役会の承認を要するものとす
る。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

― ―

(注) １　新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、権利付与対象者の権利行使および退職等に伴い、権

利付与対象ではなくなった新株予約権の数及び株式の数を控除した残数を記載しております。
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２　当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

　　ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につ

いて行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　
調整後株式数　＝　調整前株式数　×　分割・併合の比率

　
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割

もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。

３　当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１円未

満の端数は切り上げる。
　

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

　
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合 (新株予約権の行使により新株

を発行する場合を除く) は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１円未満の端数は切

り上げる。
　

既発行株式数 ＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新規発行前の時価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

　
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１

株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。

　

定時株主総会の決議日(平成18年３月24日)

事業年度末現在
(平成19年12月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年２月29日)

新株予約権の数(個) 755　(注)１ 755　(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 75,500　(注)１、２ 75,500　(注)１、２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 708　(注)３ 同左

新株予約権の行使期間
平成22年１月１日から
平成26年12月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　　708
資本組入額　　354

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた者
(以下、「新株予約権者」とい
う。)は、新株予約権の行使時に
おいても当社及び当社子会社の
取締役、監査役及び従業員の地
位にあることを要する。ただし、
任期満了による退任、定年によ
る退職の場合はこの限りではな
い。

同左

②その他の条件については、当社
と新株予約権者との間で締結す
る「新株予約権割当契約」に定
めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取
締役会の承認を要するものとす
る。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

― ―
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(注) １　新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、権利付与対象者の権利行使および退職等に伴い、権

利付与対象ではなくなった新株予約権の数及び株式の数を控除した残数を記載しております。

２　当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

　　ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につ

いて行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　
調整後株式数　＝　調整前株式数　×　分割・併合の比率

　
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割

もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。

３　当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１円未

満の端数は切り上げる。
　

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

　
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合 (新株予約権の行使により新株

を発行する場合を除く) は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１円未満の端数は切

り上げる。
　

既発行株式数 ＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新規発行前の時価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

　
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１

株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
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(3) 【ライツプランの内容】

　　該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成15年５月１日
(注)１

― 3,745,600 ― 548,525△250,000342,500

平成16年６月30日
(注)２

100,0003,845,60050,000 598,525 50,000 392,500

平成16年７月22日
(注)３

500,0004,345,600304,500903,025304,000696,500

平成17年３月25日
(注)４

― 4,345,600 ― 903,025△470,743225,756

平成18年３月６日
(注)５

141,0004,486,60045,120 948,145 45,120 270,876

(注) １　平成15年３月27日開催の定時株主総会における資本準備金減少決議に基づくその他資本剰余金への振替であ

ります。

２　旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権(ストックオプション)の行使による増加であります。

発行価格 1,000円

１株当たり資本組入額 500円

３　有償第三者割当(割当先：デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社)

発行価格 1,217円

１株当たり資本組入額 609円

４　平成17年３月25日開催の定時株主総会における資本準備金減少決議に基づくその他資本剰余金への振替であ

ります。

５　デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社を割当先とする第三者割当増資であります。

発行価格 １株につき 金640円

資本組入額 １株につき 金320円
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(5) 【所有者別状況】

平成19年12月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

― ４ ９ 19 ２ ― 940 974 ―

所有株式数
(単元)

― 828 238 24,895 67 ― 18,83344,861 500

所有株式数
の割合(％)

― 1.85 0.53 55.49 0.15 ― 41.98100.00 ―

(注) １　自己株式 67,932 株は、「個人その他」に 679 単元及び「単元未満株式の状況」に 32 株含まれております。

２　上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が 2 単元含まれております。

　

(6) 【大株主の状況】

平成19年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

デジタル・アドバタイジング・コ
ンソーシアム株式会社

東京都渋谷区恵比寿４－20－３ 1,171,700 26.12

井　筒　雅　博 京都府長岡京市 995,100 22.18

株式会社トライサーキット 東京都渋谷区恵比寿４－20－３ 420,000 9.36

株式会社アド・プロ 東京都渋谷区恵比寿４－20－３ 420,000 9.36

住友商事株式会社 東京都中央区晴海１－８－11 397,500 8.86

井　筒　基　博 京都府長岡京市 72,000 1.60

井　筒　和　子 京都府長岡京市 72,000 1.60

井　筒　和　博 京都府綾部市 72,000 1.60

大阪証券金融株式会社 大阪市中央区北浜２－４－６ 28,200 0.63

株式会社イー・エージェンシー 東京都千代田区神田錦町３－23 26,000 0.58

計 ― 3,674,500 81.9

(注) 　当社は自己株式 67,932 株( 1.51 ％)を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成19年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 67,900

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

4,418,200
44,182 ―

単元未満株式 普通株式 500 ― ―

発行済株式総数 4,486,600 ― ―

総株主の議決権 ― 44,182 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が200株(議決権２個)含まれております。

２　「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式32株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成19年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社エルゴ・ブレインズ

東京都港区赤坂八丁目
４番14号

67,900 ― 67,900 1.51

計 ― 67,900 ― 67,900 1.51
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(8) 【ストックオプション制度の内容】

当社は以下のストックオプション制度を採用しております。

　

旧商法第280条ノ19及び新事業創出促進法第11条の５の規定に基づき、当社取締役、従業員及び当社認

定支援者に新株引受権を付与することを平成13年５月28日及び平成13年11月16日の臨時株主総会におい

て決議されたものがあります。

当該制度の内容は次のとおりであります。

　

(平成13年５月28日臨時株主総会決議)

決議年月日 平成13年５月28日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役３名、当社従業員26名、認定支援者６名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項

―

　

(平成13年11月16日臨時株主総会決議)

決議年月日 平成13年11月16日

付与対象者の区分及び人数 当社従業員26名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項

―
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平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、監査

役及び従業員並びに社外協力者に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成15

年３月27日、平成17年３月25日及び平成18年３月24日の定時株主総会において決議されたものがありま

す。

当該制度の内容は次のとおりであります。

　

(平成15年３月27日定時株主総会決議)

決議年月日 平成15年３月27日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役１名、当社従業員30名、
当社子会社従業員６名、社外協力者１名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項

―

　

(平成17年３月25日定時株主総会決議)

決議年月日 平成17年３月25日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役３名、当社従業員78名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項

―
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(平成18年３月24日定時株主総会決議)

決議年月日 平成18年３月24日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役８名、当社監査役３名、当社従業員64名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項

―

　

また、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の従業員及び当社子会社の取締役、監

査役並びに従業員のうち当社取締役会で認めた者に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行

することを、平成20年３月25日の定時株主総会において決議されたものがあります。

当該制度の内容は次のとおりであります。

　

(平成20年３月25日定時株主総会決議)

決議年月日 平成20年３月25日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社の従業員及び当社子会社の取締役、監査役並びに従業員

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式

株式の数 60,000株を上限とする　　(注) １

新株予約権の行使時の払込金額 (注) ２

新株予約権の行使期間
平成24年１月１日から平成27年12月31日までの期間で取締役会が決定する
期間とする。

新株予約権の行使の条件

①　新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、新株予
約権の行使時においても当社及び当社子会社の取締役、監査役又は従業員
の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年による退職
の場合、その他取締役会決議をもって特に認めた場合はこの限りではない。

②　新株予約権の質入その他処分及び相続は認めない。
③　その他の条件については、本株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新
株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによ
る。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項

―

(注) １　当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものと

する。

ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数に

ついてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
　

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

　 　　　 　　また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他株式の数の調整を必要とする場合、当社は

合理的な範囲内で必要と認める株式の数の調整を行う。
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２　新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の行使に際して交付を受けることができる株式１株当たりの払

込金額（以下、「行使価額」という。）に当該新株予約権の目的となる株式の数を乗じた金額とする。

　　行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）の属する月の前月の各日（取引が成立し

ていない日を除く。）における大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.1を乗じ

た金額（１円未満の端数は切上げ）とする。ただし、当該金額が割当日の前日の終値（当該日に終値がない場

合、それに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、当該終値とする。

　　なお、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる

１円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
　

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
　 　　また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合（新株予約権の行使によ

る場合及び旧商法第280条ノ19第１項の規定に基づく新株引受権の行使による場合を除く。）は、次の算式に

より行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
　

既発行株式数 ＋
新規発行株式数　×　１株当たり払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
新規発行前の時価

既発行株式数　＋　新規発行による増加株式数
　 　　上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式を処分する場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「１株当たり払込金額」

を「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

　　さらに、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合、当

社は合理的な範囲内で必要と認める行使価額の調整を行う。
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２ 【自己株式の取得等の状況】
　

【株式の種類等】 会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得
　

　　(1) 【株主総会決議による取得の状況】

　

　　　該当事項はありません。

　

　　(2) 【取締役会決議による取得の状況】

　

　　　該当事項はありません。

　

　　(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　

区分 株式数（株） 価格の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 172 43,856

当期間における取得自己株式 ― ―

(注)　当期間における取得自己株式には、平成20年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる株式は含まれておりません。

　

　　(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他(―) ― ― ― ―

保有自己株式数 67,932 ― 67,932 ―

　 (注)　当期間における取得自己株式には、平成20年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる株式は含まれておりません。
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３ 【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、今後の事業拡大に備えた内部留保の充

実を図りながら、業績に応じた配当を行うことを基本方針としております。

　当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金

の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

しかしながら、当期につきましては、利益剰余金がマイナスのため、無配としております。

当社は「取締役会の決議により毎年６月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款

に定めております。

　

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

　

回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期

決算年月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 平成18年12月 平成19年12月

最高(円) 1,590 1,860 1,340 925 770

最低(円) 275 590 640 350 200

(注)　最高・最低株価は、大阪証券取引所ヘラクレス市場におけるものであります。

　

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

　

月別 平成19年７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 375 359 333 290 276 265

最低(円) 300 285 230 228 200 210

(注)　最高・最低株価は、大阪証券取引所ヘラクレス市場におけるものであります。
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５ 【役員の状況】

　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

代表取締役
最高経営
責任者
(CEO)

宮　田　　　徹 昭和46年６月５日生

平成６年４月 株式会社博報堂入社

(注)3 ―

平成12年４月 株式会社サイバーエージェント入社

同社執行役員就任

平成12年７月 同社取締役就任

平成12年12月 同社常務取締役就任

平成13年10月 同社専務取締役就任

平成15年12月 株式会社スパイスボックス入社

同社代表取締役就任(現任)

平成17年９月 当社取締役最高執行責任者(COO)

就任

平成18年１月 当社代表取締役最高経営責任者

(CEO)就任(現任)

取締役

最高執行
責任者
(COO)
事業統括
本部長

岡　部　哲　也 昭和45年５月29日生

平成５年４月 株式会社協同宣伝入社

(注)3 ―

平成12年１0月 株式会社アサツー ディ・ケイ入社

平成15年２月 当社入社

平成15年４月 当社マグスタ事業部長就任

平成16年１月 当社執行役員 チーフ・コンテンツ・

オフィサー（CCO）兼 コンテンツビ

ジネス室長就任

平成16年７月 当社事業本部副本部長就任

平成16年10月 当社常務執行役員就任

当社事業開発本部副本部長就任

平成17年４月 当社総合企画本部副本部長 兼

事業開発本部副本部長就任

平成18年１月 当社サービス統括本部長就任

平成19年１月 当社事業統括本部長就任(現任)

平成19年３月 当社取締役就任(現任)

取締役

最高情報
責任者
(CIO)
情報管理
本部長

岡　本　重　信 昭和44年10月20日生

平成４年４月 PFU関西ソフトウェア株式会社入社

(注)3 ―

平成12年２月 当社入社

平成16年１月 当社システム開発部長就任

平成16年４月 当社執行役員就任

平成18年１月 当社システム本部長就任

平成19年１月 当社情報管理本部長就任(現任)

平成19年３月 当社取締役就任(現任)

取締役

最高財務
責任者
(CFO)
経営戦略
本部長

小　川　大　介 昭和47年10月19日生

平成７年４月 谷口会計事務所入所

(注)3 ―

平成12年10月 エス・イー・テクノ株式会社入社

平成15年５月 株式会社ヴィヴィッド入社

平成16年２月 当社入社

平成18年１月 当社経理部長就任

平成19年１月 当社執行役員就任

当社経営戦略本部長就任(現任)

平成19年３月 当社取締役就任(現任)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株式数
(千株)

取締役 野　口　芳　延 昭和24年12月12日生

昭和48年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社

(注)3 ―

昭和52年10月 米国ＩＢＭ社入社

昭和59年４月 日本ストレージ・テクノロジー株式

会社代表取締役就任

昭和61年７月 California Peripherals 

Corporation代表取締役就任

平成９年７月 InfoSpinner, Inc.(現 epicRealm

Inc.)代表取締役就任

平成11年５月 InterBusiness Corporation設立

同社代表取締役就任(現任) 

平成12年６月 株式会社ビーコン インフォメーショ

ンテクノロジー取締役就任(現任)

平成15年３月 当社取締役就任(現任)

取締役 矢　嶋　弘　毅 昭和36年３月９日生

昭和59年４月 株式会社博報堂入社

(注)3 ―

平成８年４月 同社マーケティングディレクター

平成８年12月 デジタル・アドバタイジング・コン

ソーシアム株式会社代表取締役社長

就任（現任）

 平成12年12月 株式会社アド・マーケットプレイス

(現　株式会社スパイスボックス)取締

役就任

平成17年３月 当社取締役就任(現任)

平成17年10月 北京迪愛慈商務諮詢有限公司(現　北

京迪愛慈広告有限公司)董事長就任

(現任)

平成18年３月 株式会社インタースパイア取締役就

任(現任)

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

取締役 島　田　雅　也 昭和41年４月１日生

 平成２年４月 株式会社博報堂入社

(注)3 ―

 平成12年10月 デジタル・アドバタイジング・コン

ソーシアム株式会社入社

同社経営管理本部経営統括部長就任

 平成14年２月 同社執行役員 経営管理本部経営統括

部長就任

 平成16年12月 同社執行役員 社長室長就任

株式会社アド・プロ代表取締役社長

就任(現任)

 平成17年10月 北京迪愛慈商務諮詢有限公司(現　北

京迪愛慈広告有限公司)董事就任(現

任)

 平成17年12月 デジタル・アドバタイジング・コン

ソーシアム株式会社執行役員戦略統

括本部長就任

 平成18年２月 同社取締役 戦略統括本部長就任

 平成18年３月 当社取締役就任(現任)

 平成19年９月 デジタル・アドバタイジング・コン

ソーシアム株式会社取締役営業本部

長就任(現任)
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取締役 高　梨　秀　一 昭和44年４月９日生

 平成２年４月 第一企画株式会社(現　株式会社アサ

ツー ディ・ケイ)入社

(注)3 ０

 平成10年２月デジタル・アドバタイジング・コン

ソーシアム株式会社へ出向

同社モバイルメディア部長就任

 平成12年10月同社へ転籍

平成13年１月 同社営業本部第一営業部長就任

 平成17年12月同社営業本部副本部長就任

 平成18年２月同社執行役員 営業本部副本部長就任

株式会社アド・プロ取締役就任(現

任)

平成18年３月 当社取締役就任(現任)

平成18年４月 デジタル・アドバタイジング・コン

ソーシアム株式会社執行役員 メディ

ア本部長（現任）

取締役 櫻　井　康　芳 昭和42年11月26日生

 平成３年４月 株式会社日本長期信用銀行(現　株式

会社新生銀行)入社

(注)3 ―

 平成12年11月 コナミ株式会社入社

 平成15年10月 ＨＯＹＡ株式会社入社

 平成17年８月 デジタル・アドバタイジング・コン

ソーシアム株式会社入社

 平成17年９月 同社経営管理本部副本部長就任

平成18年２月 同社執行役員 経営管理本部副本部長

就任(現任)

株式会社アド・プロ監査役就任(現

任)

平成18年３月 当社取締役就任(現任)

株式会社インタースパイア監査役就

任(現任)

株式会社アイメディアドライブ監査

役就任(現任)

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

監査役
(常勤)

木　村　退　助 昭和42年８月23日生

平成３年４月 株式会社キッズ入社

(注)4 ―

平成６年２月 株式会社トータル・メディア・シス

テム入社

平成９年３月 同社取締役就任

平成12年10月 当社入社

平成13年３月 当社監査役就任(現任)

監査役 吉　田　雅　紀 昭和29年２月22日生

平成５年４月 株式会社ポムアレー代表取締役社長

就任

(注)4 ―

平成10年10月 当社監査役就任(現任)

平成11年７月 有限会社ベンチャー・サポート・

ネットワーク設立

同社代表取締役社長就任

平成11年11月 大阪市創業支援センター(現　大阪市

中小企業支援センター)あきない・

えーど所長就任

平成15年１月 株式会社ベンチャー・サポート・

ネットワーク(現　株式会社あきない

総合研究所)代表取締役社長就任(現

任)
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監査役 児　玉　皓　次 昭和16年10月５日生

昭和39年４月 株式会社東芝入社

(注)4 ―

平成３年７月 東芝情報システムオランダ社 社長就

任

平成４年７月 東芝情報システムベネルクス社 社長

就任

平成６年４月 東芝ヨーロッパ社 社長就任

平成８年９月 日本ベリサイン株式会社代表取締役

社長就任

平成13年４月 同社取締役会長就任

平成14年４月 同社取締役就任

平成14年７月 株式会社アイシス取締役就任

平成15年８月 スタンダードマイクロシステムズ株

式会社顧問就任

平成16年３月 当社監査役就任(現任)

計 ０

(注) １　取締役　野口芳延、矢嶋弘毅、島田雅也、高梨秀一、櫻井康芳は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり

ます。

２　監査役　吉田雅紀及び児玉皓次は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３　取締役の任期は、平成19年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成21年３月期に係る定時株主総会終結

の時までであります。

４　監査役木村退助、吉田雅紀及び児玉皓次の任期は、平成16年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成20年

３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社では、経営の基本方針である「企業価値の最大化」を実現させるために、コーポレート・ガバナ

ンスの充実を図り、経営の透明性、効率性を向上させることを経営の重要課題の一つと考えておりま

す。

当社のコーポレート・ガバナンスは、取締役及び使用人による法令、定款及び企業倫理の遵守を基本

方針とし、取締役及び使用人へ企業倫理及び遵守すべき事項の周知徹底を図るとともに、その実践のた

めの業務執行体制を構築いたします。

　

(2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

① 会社の機関の内容

取締役会は、提出日現在９名で構成されており、うち５名を社外取締役とすることで経営の透明性向

上を図っております。取締役の職務執行が効率的に行われることの基礎として、定時取締役会を毎月１

回開催するとともに、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を図り、

取締役間の意思疎通を確保しております。なお、当社は取締役の定数について「10名以内とする」旨を

定款に定めております。また、取締役の選任の決議要件について「株主総会において議決権を行使する

ことができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれ

を行う。」旨を定款にて定めております。

なお、当社は、会社法第309条第２項に定める決議（株主総会の特別決議）について、「議決権を行使

することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上を

もってこれを行う」旨を定めております。

監査役会は、提出日現在３名（うち２名が社外監査役）で構成されており、取締役会その他重要な会

議に出席するとともに、監査役会を定期的に開催しております。

当社は、経営と業務執行の分離を図るために平成15年２月より執行役員制度を導入し、各執行役員が

取締役会の決定方針、監督の下に権限委譲を受けて業務執行を分担することにより、経営の効率化を

図っております。執行役員の業務執行については、週１回開催する執行役員会議において、取締役会で

の決定事項の共有、業務執行状況の確認・報告等を行い、重要な事項については合議により意思決定を

行っております。また、執行役員会議での報告・決定事項については、定時取締役会において取締役に

対して議事録を提出するとともに、執行役員兼務取締役から報告を行っております。

② 内部統制システムに関する基本的な考え方及び整備の状況

当社における内部統制システムに関する基本的な考え方及び整備の状況は以下のとおりでありま

す。

イ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　・コンプライアンス体制の構築、整備、維持を図るため、取締役、執行役員を中心に構成する内部統制委員会を設

置し、社内業務の実施状況の把握、業務執行における法令、定款及び社内規程等の遵守状況調査などを定期的

に実施してまいります。内部統制委員会は調査結果を対象部門へ通知し、改善を求めるとともに取締役会及び

監査役会に対して適宜報告を行うものとします。

　・法令違反行為をはじめとする諸問題の早期の発見及び解決を目的として、諸問題についての相談、連絡、通報窓

口を設けるホットライン制度を導入しております。
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ロ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　・株主総会議事録、取締役会議事録等の取締役の職務の執行に係る文書、その他重要な情報・文書については、法

令及び「文書管理規程」等の社内規程に基づき適正に保管、管理するものとし、取締役及び監査役からの閲覧

要請に迅速に対応できる管理体制を維持しております。

　・当社事業の基幹資産である会員の登録情報等の個人情報については、当社が制定する「個人情報保護に関する

コンプライアンス・プログラム」に基づき、個人情報に関する帳票、文書、データ等を保管、管理しておりま

す。

ハ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　・各部門における業務遂行にあたっては、各種社内規程において、業務遂行の手順を明確に定めることにより損

失（リスク）発生の防止に努めております。

　・当社事業の根幹に関わる情報システム及びセキュリティについては、別途「情報セキュリティ委員会」を設置

し、委員会が定めるコンプライアンス・プログラムに基づき、システムの適正な運用及び情報セキュリティの

確保、リスク管理体制の維持を図っております。

　・全社的なリスク管理体制の構築を担当する部門としてリスク・マネジメント室を設置し、リスク管理に関する

方針決定、管理体制の構築等を行い、当社の経営に重大な影響を与えるリスクが発生した場合には、同委員会

が状況の把握、損失拡大の防止等の迅速な対応を行ってまいります。

ニ．当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保す

　　　るための体制

　・当社グループにおける業務の適正を確保するために、各社の取締役、所管部門相互にて連携して情報共有を図

ることで、グループ内での法令遵守、リスク管理体制を構築し、適切なグループ経営を行ってまいります。

　・子会社については、子会社の取締役又は監査役を当社から派遣し、子会社の業務の執行状況を把握し、適正な子

会社管理を行ってまいります。

　・子会社の状況について、派遣役員から当社の取締役会に定期的に報告するものとし、子会社の経営に関する重

要な決定事項については派遣役員を通じて両社にて十分な協議を行ってまいります。

ホ．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す

　　　る事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

　・監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合、監査役と協議のうえ、必要に応じて監

査役スタッフを配置してまいります。

　・当該スタッフの人事異動、考課については、常勤監査役の事前の同意を得たうえで決定することで、取締役から

の独立性を確保してまいります。

へ．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する事項

　　　及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　・取締役は、監査役が出席する取締役会等の重要な会議において、職務執行の状況等について定期的に報告を

行ってまいります。

　・取締役及び使用人は、当社の業務、業績に影響を与える重要な事項が発生又は発生する恐れが判明した場合に

は、速やかに監査役に報告するものとしております。

　・監査役は、取締役及び使用人に対して、上記の報告事項その他業務執行の状況等について報告を求めることが

できるものとしております。
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③ リスク管理体制の整備の状況

当社は、内部統制システムに関する基本方針に従い、リスク管理体制の整備を行っております。

平成19年1月に、全社的なリスク管理体制の構築を担当する部門としてリスク・マネジメント室を新設

いたしました。

また、経営上、事業上の重要な判断について法律面での助言、指導を適時適切に受けられるように複

数の弁護士事務所と顧問契約を締結しております。

④ 内部監査及び監査役監査の状況

内部監査につきましては、独立した内部監査部門を設置しておりませんが、リスク・マネジメント室

及び執行役員を中心に構成するコンプライアンス委員会が、監査役との協力関係の下、必要な内部監査

を実施する体制を取っております。

監査役監査につきましては、各監査役は監査役会が定めた監査の方針、業務分担に従い、取締役会そ

の他重要な会議に出席し、必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求めるなど、取締役の職務遂

行の状況を監査しております。また、監査役は、会計監査人と適宜必要な情報交換、意見交換を行うなど

連携を保ち、監査の充実を図っております。

⑤ 会計監査の状況

当社は、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査について、あずさ監査法人と監査契約を締結し

ております。

当期において業務を執行した公認会計士の氏名等の概要は以下のとおりであります。

所属する監査法人
　　　業務を執行した
　　　公認会計士の氏名

継続監査年数
　　監査業務に係る
　　補助者の構成

あずさ監査法人
　指定社員
　業務執行社員

酒井弘行 ２年
公認会計士　２名
その他　　　６名

あずさ監査法人
　指定社員
　業務執行社員

湯口　豊 ２年
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(3) 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概

要

社外取締役である矢嶋弘毅氏は、デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社の代表取

締役社長であります。また、島田雅也氏は同社の取締役、高梨秀一氏、櫻井康芳氏は同社の執行役員であ

ります。同社は当社の筆頭株主であり、また、同社と当社は広告商品の販売等の取引関係があります。

社外監査役２名につきましては当社との取引等の利害関係はありません。

なお、当社は、社外取締役１名及び社外監査役２名と、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法

第423条第１項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合におい

て、金500万円又は法令が規定する額のいずれか高い額を限度とする契約を締結しております。

　

(4) 役員報酬の内容

取締役に支払った報酬 59,067千円(うち社外取締役　2,400千円)

監査役に支払った報酬 10,300千円(うち社外監査役　2,200千円)

　計 69,367千円

　

(5) 監査報酬の内容

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬

上記以外の業務に基づく報酬はありません。

　13,200千円

　

　

(6) 取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。

　

(7) 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分

の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。

　

(8) 自己の株式の取得

当社は、機動的な資本政策を遂行することを可能とするため、会社法第165条第２項の規定により、取

締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めておりま

す。

　

(9) 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める株主総会の

特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が

出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。
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(10) 取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役及び監査役が期待される役割や機能を十分に発揮できるようにするため、会社法第

426条第１項の規定により、同法第423条第１項に規定する取締役及び監査役の損害賠償責任を、取締役

会の決議によって、法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。

　また、当社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、同法第423条

第１項の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。ただし、当該契

約に基づく賠償責任の限度額は、500万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれ

か高い額としております。

　

(11) 中間配当金

当社は、株主に対する機動的な利益還元を可能にするため、取締役会の決議により毎年６月30日を基

準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
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第５ 【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令

第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　なお、前連結会計年度（平成18年1月1日から平成18年12月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に

基づいて作成しております。

　また、連結子会社であった株式会社アルゴノーツ及び株式会社ディープラネットを第三者に売却したた

め、前連結会計年度につきましては、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・

フロー計算書を作成しておりますが、連結貸借対照表は作成しておりません。当連結会計年度につきまし

ては、連結財務諸表は作成しておりません。

　

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。

以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

　なお、前事業年度（平成18年1月1日から平成18年12月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、

当事業年度（平成19年1月1日から平成19年12月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成

しております。

　

　

２　監査証明について

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前連結会計年度(平成18年１月１日から平成18年12月31

日まで)の連結財務諸表及び前事業年度(平成18年１月１日から平成18年12月31日まで)の財務諸表につい

て、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当事業年度(平成19年１月１日から平成19

年12月31日まで)の財務諸表について、あずさ監査法人により監査を受けております。

　

３　連結財務諸表について

平成18年11月20日付で連結子会社であった株式会社アルゴノーツ及び株式会社ディープラネットを第三

者に売却したため、連結財務諸表規則第５条第２項により、子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の

財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、当連結会計

年度より連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準　　　　　　　　0.0％

売上高基準　　　　　　　0.0％

利益基準　　　　　　　　0.0％

利益剰余金基準　　　　　0.1％

※会社間項目消去前の数値により算出しております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

平成18年11月20日付で連結子会社であった株式会社アルゴノーツ及び株式会社ディープラネットを

第三者に売却したため、前連結会計年度につきましては、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書

及び連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりますが、連結貸借対照表は作成しておりません。ま

た、当連結会計年度につきましては、連結財務諸表は作成しておりません。

① 【連結貸借対照表】

平成18年11月20日付で連結子会社であった株式会社アルゴノーツ及び株式会社ディープラネットを

第三者に売却したため、前連結会計年度末における連結子会社はありません。このため、前連結会計年

度末の連結貸借対照表は作成しておりません。
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② 【連結損益計算書】

　
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
　至　平成18年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 2,022,405100.0

Ⅱ　売上原価 397,970 19.7

　　　売上総利益 1,624,43480.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費

　１　役員報酬 63,110

　２　給与手当 377,760

　３　法定福利費 53,409

　４　福利厚生費 5,678

　５　広告宣伝費 401,054

　６　地代家賃 152,599

　７　減価償却費 17,616

　８　貸倒引当金繰入額 173

　９　その他 302,698 1,374,10167.9

　　　営業利益 250,333 12.4

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 245

　２　受取配当金 0

　３　受取手数料 1,404

　４　業務委託料収入 4,800

　５　賃料収入 13,850

　６　保険解約益 4,842

　７　その他 1,614 26,758 1.3

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 6,620

　２　賃貸原価 14,556

　３　持分法による投資損失 33,087

　４　その他 2,776 57,040 2.8

　　　経常利益 220,051 10.9
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　 前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
　至　平成18年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅵ　特別利益

　１　固定資産売却益 ※１ 5,023

　２　貸倒引当金戻入額 697

　３　コンテンツ事業収益 23,858

　４　持分変動利益 ※２ 113,520

　５　関係会社整理益 105 143,205 7.1

Ⅶ　特別損失

　１　固定資産除却損 ※３ 655

　２　投資有価証券評価損 10,163

　３　コンテンツ事業損失 5,852

　４　商品評価損 825

　５　権利金評価損 52,830

　６　減損損失 ※４ 25,362

　７　ポイント引当金繰入額 22,237

　８　その他 4,137 122,064 6.1

　　　税金等調整前当期純利益 241,192 11.9

　　　法人税、住民税及び
　　　事業税

2,807 0.1

　　　法人税等調整額 ― 2,807

　　　当期純利益 238,385 11.8
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

　

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

平成17年12月31日残高(千円) 903,025582,718△1,024,905△40,477420,360 677 677 421,037

連結会計年度中の変動額

　新株の発行 45,12045,120 90,240 ― 90,240

　当期純利益 238,385 238,385 ― 238,385

　株主資本以外の項目の連結

　会計年度中の変動額(純額)
△615 △615 △615

連結会計年度中の変動額合計

(千円)
45,12045,120238,385 ― 328,625△615 △615 328,010

平成18年12月31日残高(千円) 948,145627,838△786,520△40,477748,986 62 62 749,048
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

　
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
　至　平成18年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

　１　税金等調整前当期純利益 241,192
　２　減価償却費 22,908
　３　減損損失 25,362
　４　ソフトウェア償却額 16,028
　５　長期前払費用償却額 3,665
　６　貸倒引当金の増減額(△は減少) △523
　７　権利金評価損 52,830
　８　受取利息及び受取配当金 △245
　９　支払利息 6,620
　10　固定資産売却益 △5,023
　11　固定資産除却損 655
　12　投資有価証券評価損 10,163
　13　ポイント引当金の増加額 46,760
　14　持分法による投資損失 33,087
　15　持分変動利益 △113,520
　16　売上債権の増減額 62,819
　17　たな卸資産の増減額(△は増加) △12,752
　18　前払費用の増減額(△は増加) △5,983
　19　未収消費税の増加額 1,146
　20　仕入債務の増加額 18,907
　21　未払金の減少額 △39,027
　22　未払消費税等の増減額 23,356
　23　その他 △22,491
　　　　小計 365,936
　24　利息及び配当金の受取額 217
　25　利息の支払額 △6,679
　26　法人税等の支払額 △4,750

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー 354,723

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー
　１　有形固定資産の取得による支出 △896
　２　有形固定資産の売却による収入 4,194
　３　無形固定資産の取得による支出 △3,258
　４　無形固定資産の売却による収入 47,341
　５　関係会社株式の取得による支出 △4,900
　６　関係会社株式の売却による収入 93
　７　差入保証金の預入れによる支出 △4,400
　８　差入保証金の返還による収入 514
　　　投資活動によるキャッシュ・フロー 38,688

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー
　１　長期借入金の返済による支出 △204,396
　２　株式の発行による収入 90,240

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー △114,156
Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 279,256
Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 633,468
Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 912,724
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当社グループは、当連結会計年度においては250,333千円の営業利益を計上しておりますが、

前々連結会計年度において757,709千円、前連結会計年度において759,812千円と過去連続して営

業損失を計上しており、当連結会計年度において一定の収益が計上されているものの、新たに取り

組んでいる事業等について、収益基盤が安定した状況には至っておらず、こうした新規事業の成否

が今後の業績に大きな影響を与える可能性があることから、当連結会計年度末日において継続企

業の前提に関する重要な疑義が存在しております。

当社グループは、当該状況を解消すべく、収益化が困難であったコンテンツ事業から撤退してお

り、平成18年12月21日の取締役会においては、安定した収益基盤を築き、また徹底したコスト削減

策を引き続き進める経営計画を承認し、今後計画に沿った事業活動を進めて参ります。

したがいまして、連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、当該重要な疑義の影響

を連結財務諸表には反映しておりません。

　

EDINET提出書類

株式会社エルゴ・ブレインズ(E05222)

有価証券報告書

 49/110



連結財務諸表作成の基本となる重要な事項

　

項目
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

１　連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数

―社

　　　当社は従来連結子会社であった株式会社アルゴノーツ及び株式

会社ディープラネットを平成18年11月20日付で第三者に売却い

たしました。このため、平成18年11月19日までの株式会社アルゴ

ノーツ及び株式会社ディープラネットの経営成績を連結財務諸

表に含めております。

(2) 連結子会社の名称

―――

(3) 非連結子会社名

　　　ERGO BRAINS,INC.(米国)

　　連結の範囲から除いた理由

　　　非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損

益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、い

ずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであり

ます。

２　持分法の適用に関する事項 (1) 持分法適用の関連会社の数

１社

(2) 会社名

　　株式会社グリッド・ソリューションズ

　　　なお、株式会社グリッド・ソリューションズは当連結会計年度に

おいて新たに設立された関連会社であることから、新たに持分

法適用会社となりました。

(3) 持分法を適用しない非連結子会社の名称

　　　ERGO BRAINS,INC.(米国)

　　持分法を適用しない理由

　　　持分法非適用会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余

金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連

結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、且つ全体としても重要

性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

３　会計処理基準に関する事項

　(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

①有価証券

　ａ 子会社株式

　　　 移動平均法による原価法を採用しております。

　ｂ その他有価証券

　(イ)時価のあるもの

　　　　決算期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。な

お、評価差額は全部純資産直入法により処理しており、売却原価

は移動平均法により算定しております。

　(ロ)時価のないもの

　　　　移動平均法による原価法を採用しております。

　

EDINET提出書類

株式会社エルゴ・ブレインズ(E05222)

有価証券報告書

 50/110



　

項目
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

②たな卸資産

　ａ 商品

　　　 移動平均法による原価法を採用しております。

　ｂ 仕掛品

　　　 個別法による原価法を採用しております。

　(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

①有形固定資産

　　定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物 ８～15年

器具及び備品 ４～15年

②無形固定資産

　ａ ソフトウェア(自社利用)

　　　社内における見込利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用し

ております。

③長期前払費用

　　定額法を採用しております。

　(3) 重要な引当金の計上基準 ①貸倒引当金

　　債権の貸倒れによる損失に備えて、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②ポイント引当金

　　ドリームメール会員等に対し、メール受信・アンケート回答等

に関して付与したポイントの使用により今後発生すると見込ま

れる景品交換費用等に備えるため、当連結会計年度末において

将来使用されると見込まれる額を計上しております。

　(追加情報)

　　ポイント使用による費用は、従来はポイント使用時に費用処理

しておりましたが、ポイント利用数が増加したことから重要性

が増し、かつ利用見込額を合理的に算定することが可能となっ

たため、当連結会計年度よりポイント引当金を計上しておりま

す。これに伴い、ポイント引当金繰入額のうち、当連結会計年度

に付与したポイントに対応する額については販売費及び一般管

理費に計上し、前連結会計年度以前に付与したポイントに対応

する額については特別損失に計上しております。

　　この結果、従来の方法によった場合と比べ、当連結会計年度の営

業利益及び経常利益は、24,523千円減少し、税金等調整前当期純

利益は46,760千円減少しております。
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項目

前連結会計年度

(自　平成18年１月１日

　至　平成18年12月31日)

　(4) 重要なリース取引の処理方法　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によっております。

　(5) 重要なヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法

　　繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、特例処理の要件を満

たしている金利スワップ等に関しては、特例処理を採用してお

ります。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 金利スワップ

ヘッジ対象 借入金

③ヘッジ方針

　　当社グループの内規に基づき、金利変動リスクをヘッジしてお

ります。

④ヘッジ有効性評価の方法

　　金利スワップの特例処理の要件を満たしているものに限定する

ことで有効性の評価としております。

　(6) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式により処理しております。

４　連結子会社の資産及び負債の評価

に関する事項

　該当事項はありません。

５　連結調整勘定の償却に関する事項　該当事項はありません。

６　連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同

等物)は、手許資金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっ

ております。
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

　

項目
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

　　固定資産の減損に係る会計基準　当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準(「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計

審議会　平成14年８月９日))及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第６号　平成15年10月

31日)を適用しております。これにより税金等調整前当期純利益

及び当期純利益は25,362千円減少しております。

　

表示方法の変更

　
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

(連結損益計算書)

「地代家賃」は販売費及び一般管理費の100分の10を超えたため、区分掲記することとしまし

た。なお、前連結会計年度においては販売費及び一般管理費の「その他」に165,148千円含まれて

おります。

　

注記事項

(連結貸借対照表関係)

　

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　当連結会計年度に係る「連結貸借対照表関係」に関する注記については、連結貸借対照表を作成してい

ないため、記載しておりません。
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(連結損益計算書関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

※１　固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

器具及び備品 337千円

ソフトウェア 4,686千円

合計 5,023千円

※２　持分変動利益

　　　　持分変動利益は、株式会社グリッド・ソリューションズの第三者割当増資を当社以外の会社が引き

受けたことにより発生したものであります。

※３　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

器具及び備品 655千円

※４　減損損失

　　　　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしまし

た。

場所 用途 種類

大阪市北区他
Ｅコマース事業用資産

コンテンツ事業用資産
器具備品

東京都港区 Ｅコマース事業用資産 ソフトウェア

　　　　当社グループは、原則としてセグメント別に資産のグループ化を行っております。

　　　　営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっており、かつ将来キャッシュ・フローの見積り

総額が帳簿価額を下回る資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失としております。回収可能価額については正味売却価額により測定しており、１円とし

て評価しております。

　　　　また、遊休状態となったインターネットサイト運営に係る営業権について、帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失としております。回収可能価額については正味売却価額により

測定しており、零として評価しております。

　　　　減損損失は合計で25,362千円であり、その内訳は、器具備品806千円、ソフトウェア4,555千円、営業権

20,000千円であります。
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(連結株主資本等変動計算書関係)

　

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

１ 発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株式
数（株）

当連結会計年度増加株
式数（株）

当連結会計年度減少株
式数（株）

当連結会計年度末株式
数（株）

発行済株式の種類

普通株式 4,345,600 141,000 ― 4,486,600

合計 4,345,600 141,000 ― 4,486,600

自己株式の種類

普通株式 67,760 ― ― 67,760

合計 67,760 ― ― 67,760

(注)　普通株式の発行済株式の増加141,000株は、第三者割当による新株発行によるものであります。

　

２ 新株予約権に関する事項

区分 内訳
新株予約権の目
的となる株式の
種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
（千円）前連結会計

年度末
当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

平成13年５月
新株引受権 (注)１

普通株式 395,500 ― 91,500304,000 ―

平成13年11月
新株引受権 (注)２

普通株式 11,900 ― 8,200 3,700 ―

平成15年６月
新株予約権 (注)３

普通株式 87,900 ― 32,50055,400 ―

平成17年12月
新株予約権
(注)４、７

普通株式 234,500 ― 91,100143,400 ―

平成18年４月
新株予約権
(注)５、６、７

普通株式 ― 106,50019,00087,500 ―

合計 ― ― ― ― ― ― ―

　(注)１　平成13年５月新株引受権の当連結会計年度の減少は、新株引受権の消却によるものであります。

　　　２　平成13年11月新株引受権の当連結会計年度の減少は、新株引受権の消却によるものであります。

　　　３　平成15年６月新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の消却によるものであります。

　　　４　平成17年12月新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の消却によるものであります。

　　　５　平成18年４月新株予約権の当連結会計年度の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

　　　６　平成18年４月新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の消却によるものであります。

　　　７　平成17年12月新株予約権及び平成18年４月新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

　

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

現金及び現金同等物の期末残高と当社の貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成18年12月31日)

現金及び預金勘定 912,724千円

現金及び現金同等物 912,724千円
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(リース取引関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

1　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

有形固定資産
(器具備品)

取得価額相当額 168,504千円

減価償却累計額相当額 43,257千円

期末残高相当額 125,247千円

②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 35,749千円

１年超 81,840千円

合計 117,589千円

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 38,058千円

減価償却費相当額 26,744千円

支払利息相当額 2,708千円

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

利息相当額の算定方法

・リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。

2　オペレーティング・リース取引

　　 未経過リース料

　　１年以内 3,450千円

　　１年超 ―千円

　　　合計 3,450千円

　(減損損失について)

　リース資産に配分された減損損失はありませんので、項目等の記載は省略しております。

　

(有価証券関係)

　前連結会計年度に係る「有価証券関係」に関する注記については、連結貸借対照表を作成していないた

め、財務諸表の注記事項の「有価証券関係」に記載しております。
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(デリバティブ取引関係)

１　取引の状況に関する事項

　
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

(1) 取引の内容

　　当社グループの利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引であります。

(2) 取引に対する取組方針

　　当社グループのデリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動によるリスク回避を目的としてお

り、投機的な取引は行わない方針であります。

(3) 取引の利用目的

　　当社グループのデリバティブ取引は将来の金利市場における金利変動リスクを回避する目的で利

用しております。

　　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。

　　ヘッジ会計の方法

　　　繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップ等に関し

ては、特例処理を採用しております。

　　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　ヘッジ手段　金利スワップ

　　　ヘッジ対象　借入金

　　ヘッジ方針

　　　当社グループの内規に基づき、金利変動リスクをヘッジしております。

　　ヘッジ有効性評価の方法

　　　金利スワップの特例処理の要件を満たしているものに限定することで有効性の評価としておりま

す。

(4) 取引に係るリスクの内容

　　金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有しております。なお、取引相手先は高格付を有

する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。

(5) 取引に係るリスク管理体制

　　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた内規に従い、資金管

理担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明

　　取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な

契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示

すものではありません。

　

２　取引の時価等に関する事項

前連結会計年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

当社グループが利用しているデリバティブ取引については、すべてヘッジ会計を適用しているので記

載を省略しております。
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(税効果会計関係)

前連結会計年度
(平成18年12月31日)

１　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.8％

持分法投資損失 5.6％

持分変動利益 △19.1％

住民税均等割 1.2％

評価性引当 △28.9％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 1.2％

　
(注)　前連結会計年度に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳については、連結貸借

対照表を作成していないため、記載しておりません。
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(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1)　ストック・オプションの内容

平成13年
ストック・オプション

平成13年
ストック・オプション

付与対象者の区分別人数
当社取締役、使用人及び認定支援者
35名

使用人　26名

ストック・オプションの数
(注)　1

普通株式　591,700株 普通株式　49,900株

付与日 平成13年５月28日 平成13年11月16日

権利確定条件 　(注)　２ 　(注)　２

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
自　平成13年５月28日
至　平成23年５月27日

自　平成13年11月16日
至　平成23年11月15日

　

平成15年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

付与対象者の区分別人数
当社取締役、使用人、当社子会社使用人
及び社外協力者　38名

当社取締役及び使用人　81名

ストック・オプションの数
(注)　1

普通株式　140,200株 普通株式　234,500株

付与日 平成15年６月30日 平成17年12月22日

権利確定条件 　(注)　２ 　(注)　２

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
自　平成16年６月１日
至　平成20年５月31日

自　平成20年１月１日
至　平成22年５月31日

　

平成18年
ストック・オプション

付与対象者の区分別人数 当社取締役、監査役及び使用人　75名

ストック・オプションの数
(注)　1

普通株式　106,500株

付与日 平成18年４月20日

権利確定条件 　(注)　２

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
自　平成22年１月１日
至　平成26年12月31日

(注)　１　株式数に換算して記載しております。

２　権利行使の条件は以下のとおりです。

①新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にある

ことを有する。ただし、任期満了による退任、定年による退職の場合は、この限りではない。

②新株予約権者のうち、社外協力者は、新株予約権の行使時においても、社外協力者であること、又は当社及び

当社子会社の取締役、監査役及び従業員であることを要する

③新株予約権者の譲渡、質入れその他処分及び相続は認めない。

④その他の条件については、本総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新 株

予約権者割当契約」に定めるところによる。
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(2)　ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につ

いては、株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

平成13年
ストック・オプション

平成13年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　(株)

前連結会計年度末 ― ―

付与 ― ―

失効 ― ―

権利確定 ― ―

未確定残 ― ―

権利確定後　　　  　(株)

前連結会計年度末 395,500 11,900

権利確定 ― ―

権利行使 ― ―

失効 91,500 8,200

未行使残 304,000 3,700

　

平成15年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　(株)

前連結会計年度末 ― 234,500

付与 ― ―

失効 ― 91,100

権利確定 ― ―

未確定残 ― 143,400

権利確定後　　　　　(株)

前連結会計年度末 87,900 ―

権利確定 ― ―

権利行使 ― ―

失効 32,500 ―

未行使残 55,400 ―

　

平成18年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　(株)

前連結会計年度末 ―

付与 106,500

失効 19,000

権利確定 ―

未確定残 87,500

権利確定後　　　　　(株)

前連結会計年度末 ―

権利確定 ―

権利行使 ―

失効 ―

未行使残 ―
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②単価情報

平成13年
ストック・オプション

平成13年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　　(円) 1,000 1,000

行使時平均株価　　　　　　(円) ― ―

公正な評価単価　(付与日)　(円) ― ―

　

平成15年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　　(円) 880 758

行使時平均株価　　　　　　(円) ― ―

公正な評価単価　(付与日)　(円) ― ―

　

平成18年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　　(円) 708

行使時平均株価　　　　　  (円) ―

公正な評価単価　(付与日)  (円) ―
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成18年１月１日  至　平成18年12月31日)

　
マーケティ
ング事業
（千円）

Ｅコマース
事業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

　　売上高

　(1) 外部顧客に対する
　　　売上高

1,714,935307,4692,022,405 ― 2,022,405

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,714,935307,4692,022,405 ― 2,022,405

営業費用 1,007,562414,8881,422,451349,6201,772,071

営業利益又は営業損失(△) 707,372△107,418 599,954(349,620)250,333

Ⅱ　資産、減価償却費、減
　　損損失及び資本的支出

　　資産 ― ― ― ― ―

　　減価償却費 27,182 4,669 31,851 17,085 48,937

　　減損損失 ― 5,278 5,278 20,083 25,362

　　資本的支出 2,591 3,000 5,591 1,199 6,791

(注) １　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各区分の主な製品等

(1) マーケティング事業………DEmail、ターゲットリサーチ、マグスタ等

(2) Ｅコマース事業……………ドリームカタログ

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(349,620千円)の主なものは、役員及び総務人

事部門等の管理部門に関わる費用であります。

　

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成18年１月１日  至　平成18年12月31日)

在外連結子会社及び在外支店がありませんので、記載を省略しております。

　

【海外売上高】

前連結会計年度(自　平成18年１月１日  至　平成18年12月31日)

海外売上高はありませんので、記載を省略しております。
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【関連当事者との取引】

前連結会計年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

１　親会社及び法人主要株主等

　

属性
会社等
の名称

住所
資本金
(百万円)

事業の内容
議決権等の
被所有割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社

デジタル・ア
ドバタイジン
グ・コンソー
シアム㈱

東京都
渋谷区

3,370
インターネッ
ト広告業

直接 44.5 兼任４名 営業取引

インターネッ
ト広告売上
 (注) ３

1,252,422売掛金 111,334

株式の割当
(注) ４

90,240― ―

　

２　役員及び個人主要株主等

　

属性 氏名 住所
資本金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の所

有(被所有)割

合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 井筒 雅博 ― ―

　
当社取締役
㈱グリッド・
ソリューショ
ンズ代表取締
役

直接 27.2― ―

固定資産の譲
渡
(注) ５

売却額
売却益

50,788

6,895

― ―

役員 剣持 　忠 ― ―
当社取締役
㈱メンバーズ
　代表取締役

― ― ―

インターネッ
ト広告掲載料
(注) ６

支払手数料
(注) ６

16,275

　
1,350

未払金

　

6,545

　

(注) １　上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。

２　取引条件及び取引条件の決定方針等

　　取引条件は、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。

３　デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社は、当社のマーケティング事業における一部広告商品

の独占的販売代理会社であり、その取引条件は、過去の取引実績等を勘案して合理的な取引条件を決定してお

ります。

４　当社が実施した第三者割当増資(１株につき640円)によるものであります。

５　井筒　雅博が第三者（株式会社グリッド・ソリューションズ）の代表者として行った取引であり、価格等は一

般的取引条件によっております。

６　剣持　忠は、平成18年３月31日付で取締役を退任いたしましたので、平成18年１月１日から同日までの取引金額

及び同日残高を記載しております。また、剣持　忠が第三者（株式会社メンバーズ）の代表者として行った取

引であり、価格等は一般的取引条件によっております。
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(１株当たり情報)

　
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

１株当たり純資産額 169円51銭

１株当たり当期純利益 54円25銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

希薄化効果を有している潜在株式がないため記載しておりません。

(注)　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎

　
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当期純利益 (千円) 238,385

普通株主に帰属しない金額 (千円) ―

普通株式に係る当期純利益 (千円) 238,385

普通株式の期中平均株式数(株) 4,394,117

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の

概要

(新株引受権)

　臨時株主総会決議日

　　平成13年５月28日

　 (新株引受権 3,040個)

　臨時株主総会決議日

　　平成13年11月16日

　 (新株引受権 37個)

(新株予約権)

　株主総会決議日

　　平成15年３月27日

　 (新株予約権 554個)

　株主総会決議日

　　平成17年３月25日

　 (新株予約権 1,434個)

　株主総会決議日

　　平成18年３月24日

　 (新株予約権 875個)

　

これらの詳細については、「第４

提出会社の状況１株式等の状況(2)

新株予約権等の状況」に記載のと

おりであります。
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(重要な後発事象)

　
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

１　ストックオプション(新株予約権)について

(1) 当社は、取締役及び監査役に対してストックオプションとして割当てる新株予約権が取締役の

報酬等の一部であると位置づけられたことに伴い、平成19年２月19日開催の取締役会において、当

社取締役及び監査役に対するストックオプション報酬額（枠）及び内容を決定する議案を、平成

19年３月28日開催予定の第10期定時株主総会に提案することを決議いたしました。

・新株予約権の目的となる株式の種類

　当社普通株式

・新株予約権割当の対象者

　当社取締役及び監査役

・新株予約権発行の要領

① 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　　取締役は当社普通株式70,000株、監査役は当社普通株式10,000株を各事業年度に係る定時株主総会

の日から１年以内に発行する新株予約権により交付を受けることができる株式の数の上限とす

る。

② 新株予約権の総数

　　取締役は700個、監査役は100個を各事業年度に係る定時株主総会の日から１年以内に発行する新株

予約権の上限とする。(新株予約権１個につき普通株式100株。ただし、①に定める株式の数の調整

を行った場合は、同様の調整を行う。)

③ 新株予約権の価額

　　金銭の払込を要しないものとする。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けること

ができる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に当該新株予約権の目的とな

る株式の数を乗じた金額とする。

　　行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）の属する月の前月の各日（取

引が成立していない日を除く。）における大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終

値の平均値に1.1を乗じた金額（１円未満の端数は切上げ）とする。

　　ただし、当該金額が割当日の前日の終値（当該日に終値がない場合、それに先立つ直近日の終値）を

下回る場合は、当該終値とする。

・新株予約権を行使することができる期間

　割当日後２年を経過した日の翌日から５年以内とする。
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　 前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

(2) 当社は、平成19年２月19日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定

に基づき、以下のとおりストックオプションとして、株主以外の者に対して特に有利な条件をもっ

て新株予約権を発行することの承認を求める議案並びに本件新株予約権の募集事項の決定を取締

役会に委任することの承認を求める議案を、平成19年３月28日開催予定の第10期定時株主総会に

提案することを決議いたしました。

・新株予約権の目的となる株式の種類

　当社普通株式

・新株予約権割当の対象者

　当社の従業員及び当社子会社の取締役、監査役並びに従業員に割り当てるものとする。

・新株予約権発行の要領

① 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　　当社普通株式60,000株を上限とする。

② 新株予約権の総数

　　600個を上限とする。(新株予約権１個につき普通株式100株。ただし、①に定める株式の数の調整を

行った場合は、同様の調整を行う。)

③ 新株予約権の価額

　　金銭の払込を要しないものとする。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けること

ができる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に当該新株予約権の目的とな

る株式の数を乗じた金額とする。

　　行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）の属する月の前月の各日（取

引が成立していない日を除く。）における大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終

値の平均値に1.1を乗じた金額（１円未満の端数は切上げ）とする。

　　ただし、当該金額が割当日の前日の終値（当該日に終値がない場合、それに先立つ直近日の終値）を

下回る場合は、当該終値とする。

・新株予約権を行使することができる期間

　平成23年１月１日から平成26年12月31日までの期間で取締役会が決定する期間とする。

　

⑤ 【連結附属明細表】

　前連結会計年度においては、連結貸借対照表を作成していないため、連結附属明細表は記載しておりま

せん。
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(2) 【その他】

該当事項はありません。
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

　
前事業年度

(平成18年12月31日)
当事業年度

(平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 912,724 421,302

　２　売掛金 ※１ 191,182 178,888

　３　商品 14,938 19,902

　４　仕掛品 10 269

　５　貯蔵品 ─ 687

　６　前払費用 28,202 25,374

　７　未収消費税 ― 17,490

　８　その他 9,195 4,335

　　　貸倒引当金 △360 △ 138

　　　流動資産合計 1,155,89580.7 668,11072.7

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産

　　(1) 建物 59,717 46,849

　　　　減価償却累計額 ※２ 26,574 33,143 20,446 26,403

　　(2) 器具及び備品 155,001 145,374

　　　　減価償却累計額 ※２ 117,90137,100 117,90927,465

　　　有形固定資産合計 70,2434.9 53,8685.9

　２　無形固定資産

　　(1) ソフトウェア 27,715 35,105

　　(2) 電話加入権 106 106

　　　無形固定資産合計 27,8221.9 35,2123.8

　３　投資その他の資産

　　(1) 投資有価証券 33,518 41,164

　　(2) 関係会社株式 4,900 4,900

　　(3) 長期前払費用 12,958 13,036

　　(4) 差入保証金 127,330 102,086

　　(5) 破産更生債権等 123,355 123,087

　　(6) その他 0 0

　　　　貸倒引当金 △123,355 △ 123,087

　　　投資その他の資産合計 178,70712.5 161,18617.6

　　　固定資産合計 276,77319.3 250,26727.3

　　　資産合計 1,432,668100.0 918,378100.0
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　 前事業年度
(平成18年12月31日)

当事業年度
(平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　買掛金 36,547 21,294

　２　一年以内返済予定長期
　　　借入金

342,176 39,996

　３　一年以内償還社債 ─ 200,000

　４　未払金 72,224 51,573

　５　未払費用 8,031 9,330

　６　未払法人税等 7,217 3,673

　７　未払消費税等 39,469 ─

　８　預り金 9,034 8,520

　９　その他 73 681

　　　流動負債合計 514,77435.9 335,07036.5

Ⅱ　固定負債

　１　社債 200,000 －

　２　長期借入金 ― 133,340

　３　ポイント引当金 46,760 20,822

　４　繰延税金負債 42 72

　　　固定負債合計 246,80317.3 154,23516.8

　　　負債合計 761,57753.2 489,30553.3

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 948,14566.2 948,145103.2

　２　資本剰余金

　　(1) 資本準備金 270,876 270,876

　　(2) その他資本剰余金 356,961 356,961

　　　資本剰余金合計 627,83843.8 627,83868.4

　３　利益剰余金

　　(1) その他利益剰余金

　　　繰越利益剰余金 △864,477 △1,106,562

　　　利益剰余金合計 △864,477△60.3 △1,106,562△120.5

　４　自己株式 △40,477△2.9 △40,521△4.4

　　　株主資本合計 671,02846.8 428,90046.7

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券評価
　　　差額金

62 172

　　　評価・換算差額等合計 62 0.0 172 0.0

　　　純資産合計 671,09046.8 429,07246.7

　　　負債・純資産合計 1,432,668100.0 918,378100.0
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② 【損益計算書】

　
前事業年度

(自　平成18年１月１日
　至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高
　１　マーケティング事業売上　　
　　　高

※１ 1,715,625 1,078,938

　２　Ｅコマース事業売上高 307,4712,023,096100.0 383,2361,462,175100.0
Ⅱ　売上原価
　１　マーケティング事業売上
　　　原価

150,004 159,604

　２　Ｅコマース事業売上原価
　　　期首商品たな卸高 1,825 14,938
　　　当期商品仕入高 264,016 340,282
　　　他勘定振替高 ※２ △1,251 △707
　　　　合計 264,590 354,513
　　　期末商品たな卸高 14,938 19,902
　　　Ｅコマース事業売上原価 249,651399,65519.8 334,610494,21533.8
　　　売上総利益 1,623,44080.2 967,95966.2
Ⅲ　販売費及び一般管理費
　１　役員報酬 63,110 69,367
　２　給与手当 377,760 387,817
　３　法定福利費 53,409 55,718
　４　福利厚生費 5,678 5,259
　５　広告宣伝費 401,049 247,201
　６　外注費 42,334 16,245
　７　地代家賃 152,599 136,668
　８　支払手数料 43,655 48,274
　９　減価償却費 17,616 13,406
　10　貸倒引当金繰入額 173 －
　11　その他 214,5821,371,96967.8 183,1761,163,13679.5
　  　営業利益又は
　　　営業損失(△)

251,47112.4 △195,176△13.3

Ⅳ　営業外収益
　１　受取利息 241 1,138
　２　受取配当金 0 60
　３　受取手数料 1,404 897
　４　賃料収入 13,850 22,967
　５　業務委託料収入 4,800 ─
　６　保険解約益 4,842 ─
　７　その他 1,562 26,7011.3 3,840 28,9032.0
Ⅴ　営業外費用
　１　支払利息 5,520 4,382
　２　社債利息 1,100 1,101
　３　賃貸原価 14,556 23,054
　４　その他 80 21,2571.0 1 28,5402.0
　　　経常利益又は
　　　経常損失(△)

256,91512.7 △194,812△13.3

前事業年度
(自　平成18年１月１日
　至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅵ　特別利益

　１　固定資産売却益
※１
※３

6,900 138

　２　貸倒引当金戻入額 697 227
　３　コンテンツ事業収益 ※１ 22,635 30,2331.5 ─ 365 0.0
Ⅶ　特別損失
　１　固定資産売却損 ※４ ― 62
　２　固定資産除却損 ※５ 655 22,509
　３　投資有価証券評価損 10,163 22,625
　４　商品評価損 825 ─
　５　権利金評価損 52,830 ─
　６　減損損失 ※６ 25,362 ─
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　７　ポイント引当金損失 22,237 ─
　８　コンテンツ事業損失 1,370 ─
　９　その他 6,628 120,0736.0 ─ 45,1973.1
　　　税引前当期純利益又は
　　　税引前当期純損失(△)

167,0768.2 △239,644△16.4

　　　法人税、住民税及び
　　　事業税

2,442 2,440

　　　法人税等調整額 ― 2,4420.1 － 2,4400.2
　　　当期純利益又は
　　　当期純損失(△)

164,6338.1 △242,084△16.6

　
③ 【事業売上原価明細書】

　

マーケティング事業売上原価明細書

　
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ　通信費 15,517 10.4 15,294 9.6

Ⅱ　減価償却費 5,291 3.5 3,243 2.0

Ⅲ　外注費 17,349 11.6 6,121 3.9

Ⅳ　メールマガジン制作費 66,815 44.5 59,255 37.1

Ⅴ　その他 45,029 30.0 75,689 47.4

マーケティング事業売上原価 150,004100.0 159,604100.0
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④ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度 (自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

　　　　　　

項目

株主資本

資本金

資本剰余金
利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他利益
剰余金 利益剰余金

合計資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計 繰越利益

剰余金

平成17年12月31日残高 (千円) 903,025225,756356,961582,718△1,029,111△1,029,111△40,477416,154

事業年度中の変動額

　新株の発行 45,12045,120 45,120 90,240

　当期純利益 164,633164,633 164,633

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額 (純額)

事業年度中の変動額合計
(千円)

45,12045,120 ― 45,120164,633164,633 ― 254,873

平成18年12月31日残高 (千円) 948,145270,876356,961627,838△864,477△864,477△40,477671,028

　

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等

合計

平成17年12月31日残高 (千円) 677 677 416,832

事業年度中の変動額

　新株の発行 90,240

　当期純利益 164,633

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額 (純額)

△615 △615 △615

事業年度中の変動額合計
(千円)

△615 △615 254,258

平成18年12月31日残高 (千円) 62 62 671,090

　

EDINET提出書類

株式会社エルゴ・ブレインズ(E05222)

有価証券報告書

 72/110



当事業年度 (自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

　　　　　　

項目

株主資本

資本金

資本剰余金
利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他利益
剰余金 利益剰余金

合計資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計 繰越利益

剰余金

平成18年12月31日残高 (千円) 948,145270,876356,961627,838△864,477△864,477△40,477671,028

事業年度中の変動額

　当期純損失 △242,084△242,084 △242,084

　自己株式の取得 △43 △43

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額 (純額)

事業年度中の変動額合計
(千円)

─ ─ ─ ─ △242,084△242,084 △43 △242,128

平成19年12月31日残高 (千円) 948,145270,876356,961627,838△1,106,562△1,106,562△40,521428,900

　

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等

合計

平成18年12月31日残高 (千円) 62 62 671,090

事業年度中の変動額

　当期純損失 △242,084

　自己株式の取得 △43

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額 (純額)

110 110 110

事業年度中の変動額合計
(千円)

110 110 △242,018

平成19年12月31日残高 (千円) 172 172 429,072
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⑤ 【キャッシュ・フロー計算書】

前事業年度は、連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、当事業年度に係るキャッシュ・

フロー計算書のみを記載しております。

　
当事業年度

(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

　１　税引前当期純損失 △239,644

　２　減価償却費 16,650

　３　ソフトウェア減価償却費 14,591

　４　投資有価証券評価損 22,625

　５　貸倒引当金の減少額 △489

　６　ポイント引当金の減少額 △25,937

　７　受取利息及び受取配当金 △1,199

　８　支払利息 5,484

　９　有形固定資産除却損 22,509

　10　売上債権の減少額 12,561

　11　たな卸資産の増加額 △5,909

　12　前払費用の減少額 2,785

　13　未収消費税の増加額 △17,490

　14　仕入債務の減少額 △15,252

　15　未払金の減少額 △19,985

　16　未払消費税等の減少額 △39,469

　17　その他 △665

　　　　小計 △268,834

　18　利息及び配当金の受取額 1,213

　19　利息の支払額 △5,162

　20　法人税等の支払額 △1,080

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー △273,863

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　１　有形固定資産の取得による支出 △11,654

　２　有形固定資産の売却による収入 356

　３　無形固定資産の取得による支出 △22,507

　４　投資有価証券の取得による支出 △30,131

　５　差入保証金の預入れによる支出 △9,457

　６　差入保証金の返還による収入 36,701

　７　長期前払費用の増加による支出 △346

　８　その他 △11,637

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー △48,675

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　１　長期借入金の返済による支出 △168,840

　２　自己株式の取得による支出 △43

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー △168,883

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △491,422

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 912,724

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 421,302
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　

前事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

　当社は、当事業年度においては251,471千円の営業利益を

計上しておりますが、前々事業年度において680,580千円、

前事業年度において783,722千円と過去連続して営業損失

を計上しており、当事業年度において一定の収益が計上さ

れているものの、新たに取り組んでいる事業等について、収

益基盤が安定した状況には至っておらず、こうした新規事

業の成否が今後の業績に大きな影響を与える可能性がある

ことから、当事業年度末日において継続企業の前提に関す

る重要な疑義が存在しております。

　当社は、当該状況を解消すべく、収益化が困難であったコ

ンテンツ事業から撤退しており、平成18年12月21日の取締

役会においては、安定した収益基盤を築き、また徹底したコ

スト削減策を引き続き進める経営計画を承認し、今後計画

に沿った事業活動を進めて参ります。

　したがいまして、財務諸表は継続企業を前提として作成さ

れており、当該重要な疑義の影響を財務諸表には反映して

おりません。

　当社は、前事業年度において251,471千円の営業利益を計

上いたしましたが、当事業年度において195,176千円の営

業損失を計上しており、また営業キャッシュ・フローにつ

いても273,863千円のマイナスとなった結果、現金及び預

金残高は前事業年度末に比べ491,422千円減少いたしまし

た。従いまして、未だ損益面及び資金面において安定した

状況にはないと判断され、当事業年度末において継続企業

の前提に関する重要な疑義が存在しております。

　当社は、当該状況を解消すべく、①営業力強化、②新規事

業の売上拡大、③経費削減、の３つの施策に取り組んでお

ります。営業力強化につきましては、当事業年度中におき

まして、デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株

式会社からの出向社員を含め、営業部員数を大幅に増員し

ており、同社との販売体制の更なる強化を図りながら、早

期の売上回復に努めてまいります。新規事業につきまして

は、新商品の受注が増加傾向にあり、引き続き、更なる売上

拡大を図ってまいります。経費削減につきましては、当事

業年度内において、メール会員の獲得効率化による広告宣

伝費の削減と、大阪オフィス移転による地代家賃の削減を

柱とした大幅な経費削減策を既に実行しており、今後も引

き続き徹底した経費削減を行なってまいります。

　また、資金面の安定化のため、重要な後発事象に記載の通

り、当社の親会社であるデジタル・アドバタイジング・コ

ンソーシアム株式会社との間で、平成20年１月23日付け

で、当社の銀行からの借入170,003千円、社債200,000千円

に対する被債務保証契約、及び、総額250,000千円の貸出コ

ミットメントライン契約を締結しております。

　上記状況を総合的に勘案した結果、財務諸表は継続企業

を前提として作成されており、当該重要な疑義の影響を財

務諸表には反映しておりません。
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財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　

項目
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１　有価証券の評価基準及び評価方法(1) 有価証券

　①子会社株式及び関連会社株式

　　　移動平均法による原価法を採用しておりま

す。

(1) 有価証券

　①子会社株式及び関連会社株式

同左

　②その他有価証券

　　時価のあるもの

　　　決算期末日の市場価格等に基づく時価法を

採用しております。なお、評価差額は全部

純資産直入法により処理しており、売却原

価は移動平均法により算定しております。

　②その他有価証券

　　時価のあるもの

同左

　　時価のないもの

　　　移動平均法による原価法を採用しておりま

す。

　　時価のないもの

同左

２　たな卸資産の評価基準及び評価方

法

(1) 商品

　　　移動平均法による原価法を採用しておりま

す。

(1) 商品

同左

(2) 仕掛品

　　　個別法による原価法を採用しております。

(2) 仕掛品

同左

――― (3) 貯蔵品

　　　最終仕入原価法による原価法を採用してお

ります。

項目
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

３　固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産

　　　定率法を採用しております。なお、主な耐用

年数は以下のとおりであります。

建物 ８～15年

器具及び備品 ４～15年

(1) 有形固定資産

　　①平成19年３月31日以前に取得した有形固

定資産

　　　法人税法の定めと同一の基準による旧定率

法を採用しております。

　　②平成19年４月１日以降に取得した有形固

定資産

　　　法人税法の定めと同一の基準による定率法

を採用しております。なお、主な対応年数

は以下のとおりであります。

建物 ８～15年

器具及び備品 ４～15年

（会計処理の変更）

　　　法人税法の改正((所得税法等の一部を改正

する法律　平成19年３月30日　法律第６号)

及び(法人税法施行令の一部を改正する政

令平成19年３月30日　政令第83号))に伴

い、当事業年度から平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産について、改正後

の法人税法に基づく減価償却の方法に変

更しております。

　　　これにより営業損失、経常損失および税引

前当期純損失に与える影響は軽微であり

ます。

(2) 無形固定資産

　　ソフトウェア(自社利用)

　　　社内における見込利用可能期間(５年)に基

づく定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

　　ソフトウェア(自社利用)

同左
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(3) 長期前払費用

　　　定額法を採用しております。

(3) 長期前払費用

同左

項目
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

４　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えて、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回

収可能性を検討し、回収不能見込額を計上

しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) ポイント引当金

ドリームメール会員等に対し、メール受

信・アンケート回答等に関して付与した

ポイントの使用により今後発生すると見

込まれる景品交換費用等に備えるため、当

事業年度末において将来使用されると見

込まれる額を計上しております。

(2) ポイント引当金

ドリームメール会員等に対し、メール受

信・アンケート回答等に関して付与した

ポイントの使用により今後発生すると見

込まれる景品交換費用等に備えるため、当

事業年度末において将来使用されると見

込まれる額を計上しております。

(追加情報)

　ポイント使用による費用は、従来はポイ

ント使用時に費用処理しておりましたが、

ポイント利用数が増加したことから重要

性が増し、かつ利用見込額を合理的に算定

することが可能となったため、当事業年度

よりポイント引当金を計上しております。

これに伴い、ポイント引当金繰入額のう

ち、当事業年度に付与したポイントに対応

する額については販売費及び一般管理費

に計上し、前事業年度以前に付与したポイ

ントに対応する額については特別損失に

計上しております。

　この結果、従来の方法によった場合と比

べ、当事業年度の営業利益及び経常利益

は、24,523千円減少し、税引前当期純利益

は46,760千円減少しております。

項目
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

５　リース取引の処理方法 リース物件の所有者が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。

同左

６　ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

　　　繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、

特例処理の要件を満たしている金利ス

ワップ等に関しては、特例処理を採用して

おります。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) 主なヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 金利スワップ

ヘッジ対象 借入金

(2) 主なヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3) ヘッジ方針

内規に基づき、金利変動リスクをヘッジ

しております。

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方法

　　　金利スワップの特例処理の要件を満たして

いるものに限定することで有効性の評価

としております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

同左
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７　キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金の範囲

――― キャッシュ・フロー計算書における資

金(現金及び現金同等物)は、手許現金、要

求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満

期日の到来する定期預金からなっており

ます。

８　その他財務諸表作成のための基本

となる重要な事項

消費税等の処理方法

　税抜方式により処理しております。

消費税等の処理方法

同左
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財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

　

項目
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

　　固定資産の減損に係る会計基準　当事業年度より、固定資産の減損に係る

会計基準（「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会　平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号　平成15年

10月31日）を適用しております。これによ

り税引前当期純利益及び当期純利益は

25,362千円減少しております。

―――

　　貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準第５号　平成17年12月９日）および

「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会計基

準適用指針第８号　平成17年12月９日）を

適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

671,090千円であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事

業年度における貸借対照表の純資産の部

については、改正後の財務諸表等規則によ

り作成しております。

―――

　

表示方法の変更

　
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

(貸借対照表)

　前事業年度において独立掲記しておりました「未収入

金」(当事業年度2,694千円)は、総資産額の100分の１以下

であるため当事業年度においては流動資産の「その他」に

含めております。

―――

――― (損益計算書)

　前事業年度において独立掲記しておりました「業務委託

料収入」(当事業年度2,400千円)は、営業外収益の総額の

100分の10以下であるため当事業年度においては営業外収

益の「その他」に含めております。
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注記事項

(貸借対照表関係)

　
前事業年度

(平成18年12月31日)
当事業年度

(平成19年12月31日)

※１　関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたも

ののほか次のものがあります。

売掛金 111,334千円

※１　関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたも

ののほか次のものがあります。

売掛金 81,621千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額には減損損失累計額が含ま

れております。

※２　同左

　

EDINET提出書類

株式会社エルゴ・ブレインズ(E05222)

有価証券報告書

 80/110



(損益計算書関係)

　
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

※１ 関係会社に係る注記

　　 関係会社に対するものは次のとおりであります。

マーケティング事業売上高 1,254,938千円

固定資産売却益 6,895千円

コンテンツ事業収益 2,200千円

※１ 関係会社に係る注記

　　 関係会社に対するものは次のとおりであります。

マーケティング事業売上高 626,466千円

※２　Ｅコマース事業売上原価

　　　他勘定振替高は商品評価損及び商品廃棄損に振替られたもの

であります。

※２　Ｅコマース事業売上原価

　　　同左　

※３　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

器具及び備品 461千円

ソフトウェア 6,439千円

合計 6,900千円

※３　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

器具及び備品 138千円

――― ※４　固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

器具及び備品 62千円

※５　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

器具及び備品 655千円

※５　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

器具及び備品 2,096千円

建物付属設備 8,862千円

大阪オフィス現状回復 11,550千円

合計 22,509千円

※６　減損損失

　　　　当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減

損損失を計上いたしました。

場所 用途 種類

大阪市北区他

Ｅコマース
事業用資産
コンテンツ
事業用資産

器具備品

東京都港区
Ｅコマース
事業用資産

ソフトウェア

　　　　当社は、原則としてセグメント別に資産のグループ化を行っ

ております。

　　　　営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっており、

かつ将来キャッシュ・フローの見積り総額が帳簿価額を下

回る資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失としております。回収可能価

額については正味売却価額により測定しており、１円とし

て評価しております。

　　　　また、遊休状態となったインターネットサイト運営に係る営

業権について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失としております。回収可能価額については

正味売却価額により測定しており、零として評価しており

ます。

　　　　減損損失は合計で25,362千円であり、その内訳は、器具備品

806千円、ソフトウェア4,555千円、営業権20,000千円であり

ます。

―――
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(株主資本等変動計算書関係)
　
　前事業年度に係る「株主資本等変動計算書関係」における発行済株式に関する事項及び新株予約権等に

関する事項については、連結財務諸表における注記事項として記載していたため、当事業年度に係る注記事項

のみを記載しております。

　

前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）
　
　　自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
(株)

当事業年度増加株式数
（株）

当事業年度減少株式数
（株）

当事業年度末株式数 
(株）

普通株式 (株) 67,760 ― ― 67,760

合計 67,760 ― ― 67,760

　

当事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

１ 発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
(株）

当事業年度増加株式数
（株）

当事業年度減少株式数
（株）

当事業年度末株式数
(株）

発行済株式の種類

普通株式 4,486,600 ― ― 4,486,600

合計 4,486,600 ― ― 4,486,600

自己株式の種類

普通株式 67,760 172 ― 67,932

合計 67,760 172 ― 67,932

(注)　自己株式の増加172株は単元未満株式の買取りによるものであります。

　

２ 新株予約権に関する事項

区分 内訳
新株予約権の目
的となる株式の
種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当事業年度末
残高
（千円）前事業年度

末
当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

提出会社

平成13年５月
新株引受権 

普通株式 304,000 ― ― 304,000 ―

平成13年11月
新株引受権 

普通株式 3,700 ― ― 3,700 ―

平成15年６月
新株予約権 

普通株式 55,400 ― ― 55,400 ―

平成17年12月
新株予約権
(注)１、３

普通株式 143,400 ― 32,300111,100 ―

平成18年４月
新株予約権
(注)２、３

普通株式 87,500 ― 12,00075,500 ―

合計 ― ― ― ― ― ― ―

　(注)１　平成17年12月新株予約権の当事業年度の減少は、新株予約権の消却によるものであります。

　　　２　平成18年４月新株予約権の当事業年度の減少は、新株予約権の消却によるものであります。

　　　３　平成17年12月新株予約権及び平成18年４月新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度については、連結財務諸表における注記事項として記載していたため、当事業年度に係る

注記事項のみを記載しております。

　
当事業年度

(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成19年12月31日)

現金及び預金勘定 421,302千円

現金及び現金同等物 421,302千円
　

　

EDINET提出書類

株式会社エルゴ・ブレインズ(E05222)

有価証券報告書

 83/110



(リース取引関係)

　
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

1　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額

有形固定資産
(器具備品)

取得価額相当額 168,504千円

減価償却累計額相当額 43,257千円

期末残高相当額 125,247千円

1　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額

有形固定資産
(器具備品)

取得価額相当額 171,822千円

減価償却累計額相当額 100,146千円

期末残高相当額 71,675千円

②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 35,749千円

１年超 81,840千円

合計 117,589千円

②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 37,611千円

１年超 26,297千円

合計 63,908千円

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 38,058千円

減価償却費相当額 26,744千円

支払利息相当額 2,708千円

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 38,269千円

減価償却費相当額 36,428千円

支払利息相当額 1,546千円

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

　減価償却費相当額の算定方法

　・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法に

よっております。

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

　減価償却費相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

・リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息

相当額とし、各期への配分方法については、利息法によって

おります。

利息相当額の算定方法

同左

2　オペレーティング・リース取引
　　 未経過リース料

　　１年以内 3,450千円

　　１年超 ― 千円

　　 合計 3,450千円

―――
　　

　　

　

(減損損失について)

リース資産に配分された減損損失はありませんので、項目

等の記載は省略しております。
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(有価証券関係)

前事業年度 (平成18年12月31日)

１　その他有価証券で時価のあるもの

　

区分
取得原価
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

差額
(千円)

貸借対照表計上額が取得価額を
超えるもの

株式 80 184 104

合計 80 184 104

　

２　時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

　

内容 貸借対照表計上額(千円)

(1)その他有価証券

非上場株式 33,334

合計 33,334

(2)子会社株式及び関連会社株式

子会社株式
　関連会社株式

0
4,900

合計 4,900
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当事業年度 (平成19年12月31日)

１　その他有価証券で時価のあるもの

　

区分
取得原価
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

差額
(千円)

貸借対照表計上額が取得価額を
超えるもの

株式 80 145 65

その他 30,131 30,310 179

合計 30,211 30,456 244

　

２　時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

　

内容 貸借対照表計上額(千円)

(1)その他有価証券

非上場株式 10,708

合計 10,708

(2)子会社株式及び関連会社株式

子会社株式
関連会社株式

0
4,900

合計 4,900

(注)　表中の「貸借対照表計上額」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当事業年度において減損処理を

行い、投資有価証券評価損22,625千円を計上しております。
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(デリバティブ取引関係)

前事業年度における「デリバティブ取引関係」については、連結財務諸表における注記事項として

記載していたため、当事業年度に係る注記事項のみを記載しております。

　

１　取引の状況に関する事項

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

(1) 取引の内容

　　当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引であります。

(2) 取引に対する取組方針

　　当社のデリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機的

な取引は行わない方針であります。

(3) 取引の利用目的

　　当社のデリバティブ取引は将来の金利市場における金利変動リスクを回避する目的で利用してお

ります。

　　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。

　　ヘッジ会計の方法

　　　繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップ等に関し

ては、特例処理を採用しております。

　　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　ヘッジ手段　金利スワップ

　　　ヘッジ対象　借入金

　　ヘッジ方針

　　　当社の内規に基づき、金利変動リスクをヘッジしております。

　　ヘッジ有効性評価の方法

　　　金利スワップの特例処理の要件を満たしているものに限定することで有効性の評価としておりま

す。

(4) 取引に係るリスクの内容

　　金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有しております。なお、取引相手先は高格付を有

する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。

(5) 取引に係るリスク管理体制

　　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた内規に従い、資金管

理担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明

　　取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な

契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示

すものではありません。

　

２　取引の時価等に関する事項

当事業年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

当社が利用しているデリバティブ取引については、すべてヘッジ会計を適用しているので記載を省

略しております。
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(ストック・オプション等関係)

前事業年度に係る「ストック・オプション等関係」については、連結財務諸表における注記事項とし

て記載していたため、当事業年度に係る注記事項のみを記載しております。

当事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

１.　ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1)　ストック・オプションの内容

平成13年５月
ストック・オプション

平成13年11月
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　３名
当社従業員　26名
認定支援者　６名

当社従業員　26名

株式の種類別のストック・オ
プションの数　(注)　1

普通株式　591,700株 普通株式　49,900株

付与日 平成13年５月28日 平成13年11月16日

権利確定条件 　(注)　２ 　(注)　２

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
自　平成13年５月28日
至　平成23年５月27日

自　平成13年11月16日
至　平成23年11月15日

　

平成15年６月
ストック・オプション

平成17年12月
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　１名
当社従業員　30名
当社子会社従業員　６名
社外協力者　１名

当社取締役　３名
当社従業員　78名

株式の種類別のストック・オ
プションの数　(注)　1

普通株式　140,200株 普通株式　234,500株

付与日 平成15年６月30日 平成17年12月22日

権利確定条件 　(注)　２ 　(注)　２

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
自　平成16年６月１日
至　平成20年５月31日

自　平成20年１月１日
至　平成22年５月31日

　

平成18年４月
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　８名
当社監査役　３名
当社従業員　64名

株式の種類別のストック・オ
プションの数　(注)　1

普通株式　106,500株

付与日 平成18年４月20日

権利確定条件 　(注)　２

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
自　平成22年１月１日
至　平成26年12月31日

(注)　１　株式数に換算して記載しております。

２　権利行使の条件は以下のとおりです。

①新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にある

ことを要する。ただし、任期満了による退任、定年による退職の場合は、この限りではない。

②新株予約権者のうち、社外協力者は、新株予約権の行使時においても、社外協力者であること、又は当社及び

当社子会社の取締役、監査役及び従業員であることを要する。

③新株予約権者の譲渡、質入れその他処分及び相続は認めない。

④その他の条件については、本総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新 株

予約権者割当契約」に定めるところによる。
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(2)　ストック・オプションの規模及びその変動状況

当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

平成13年５月
ストック・オプション

平成13年11月
ストック・オプション

権利確定前　　　　　(株)

前事業年度末 ― ―

付与 ― ―

失効 ― ―

権利確定 ― ―

未確定残 ― ―

権利確定後　　　  　(株)

前事業年度末 304,000 3,700

権利確定 ― ―

権利行使 ― ―

失効 ― ―

未行使残 304,000 3,700

　

平成15年６月
ストック・オプション

平成17年12月
ストック・オプション

権利確定前　　　　　(株)

前事業年度末 ― 143,400

付与 ― ―

失効 ― 32,300

権利確定 ― ―

未確定残 ― 111,100

権利確定後　　　　　(株)

前事業年度末 55,400 ―

権利確定 ― ―

権利行使 ― ―

失効 ― ―

未行使残 55,400 ―

　

平成18年４月
ストック・オプション

権利確定前　　　　　(株)

前事業年度末 87,500

付与 ―

失効 12,000

権利確定 ―

未確定残 75,500

権利確定後　　　　　(株)

前事業年度末 ―

権利確定 ―

権利行使 ―

失効 ―

未行使残 ―
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②単価情報

平成13年５月
ストック・オプション

平成13年11月
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　　(円) 1,000 1,000

行使時平均株価　　　　　　(円) ― ―

公正な評価単価　(付与日)　(円) ― ―

　

平成15年６月
ストック・オプション

平成17年12月
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　　(円) 880 758

行使時平均株価　　　　　　(円) ― ―

公正な評価単価　(付与日)　(円) ― ―

　

平成18年４月
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　　(円) 708

行使時平均株価　　　　　  (円) ―

公正な評価単価　(付与日)  (円) ―
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(税効果会計関係)

前事業年度
(平成18年12月31日)

当事業年度
(平成19年12月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産

貸倒引当金繰入超過額 50,087千円

投資有価証券評価損 18,744千円

ポイント引当金繰入額 18,984千円

繰越欠損金 524,779千円

その他 12,184千円

繰延税金資産小計 624,780千円

評価性引当額 △624,780千円

繰延税金資産合計 ―

繰延税金負債

　その他有価証券評価差額金 42千円

　繰延税金負債合計 42千円

繰延税金負債の純額 42千円

　

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産

貸倒引当金繰入超過額 49,973千円

投資有価証券評価損 22,808千円

ポイント引当金繰入額 8,454千円

繰越欠損金 593,660千円

その他 15,571千円

繰延税金資産小計 690,468千円

評価性引当額 △690,468千円

繰延税金資産合計 ─

繰延税金負債

　その他有価証券評価差額金 72千円

　繰延税金負債合計 72千円

繰延税金負債の純額 72千円

　
２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との

差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整)

交際費等永久に損金に算入

されない項目
2.7％

住民税均等割 1.5％

評価性引当 △43.3％

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
1.5％

　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との

差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整)

交際費等永久に損金に算入

されない項目
△1.4％

住民税均等割 △1.0％

評価性引当 △39.2％

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
△1.0％

　

　

(持分法損益等)

　

前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　

関連会社に対する投資の金額（千円） 4,900

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 82,857

持分法を適用した場合の投資利益又は損失(△)の金額（千円） △33,087

　

当事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

　

関連会社に対する投資の金額（千円） 4,900

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 48,171

持分法を適用した場合の投資利益又は損失(△)の金額（千円） △34,685
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【関連当事者との取引】

　前事業年度に係る「関連当事者との取引」については、連結財務諸表に記載していたため、当事業年

度のみを記載しております。

　

当事業年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

１　親会社及び法人主要株主等

　

属性
会社等
の名称

住所
資本金
(百万円)

事業の内容
議決権等の
被所有割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社

デジタル・ア
ドバタイジン
グ・コンソー
シアム㈱

東京都
渋谷区

3,387
インターネッ
ト広告業

直接 26.5 
間接 19.0 

兼任４名 営業取引
インターネッ
ト広告売上
 (注) ２

626,321売掛金 81,476

　

２　役員及び個人主要株主等

　

属性 氏名 住所
資本金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
被所有割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

主要株主

（個人)
井筒 雅博 ― ―

前当社
取締役
㈱グリッド・
ソリューショ
ンズ代表取締
役

直接 22.5― ―
顧問料の
支払
(注）２

11,428― ―

(注) １　上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。

２　取引条件及び取引条件の決定方針等

   (1) デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社は、当社のマーケティング事業における一部広告

商品の独占的販売代理会社であり、その取引条件は、過去の取引実績等を勘案して合理的な取引条件を決定し

ております。

   (2) 井筒雅博が経営顧問として行った取引であり、顧問料の支払については、契約書に基づき双方協議の上合

理的に決定しております。

　

(企業結合等関係)

当事業年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

　
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１株当たり純資産額 151円87銭 １株当たり純資産額 97円10銭

１株当たり当期純利益 37円47銭 １株当たり当期純損失 54円79銭

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

　希薄化効果を有している潜在株式がないため記載してお

りません。

　１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

(注)　1 株当たり当期純利益又は1 株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎

　
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当期純利益又は当期純損失(△) (千円) 164,633 △242,084

普通株主に帰属しない金額 (千円) ― ─

普通株式に係る当期純利益又は当期純損
失(△)

(千円) 164,633 △242,084

普通株式の期中平均株式数 (株) 4,394,117 4,418,802

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の

概要

(新株引受権)

　臨時株主総会決議日

　 平成13年５月28日

　(新株引受権 3,040個)

　臨時株主総会決議日

　 平成13年11月16日

　(新株引受権 37個)

(新株予約権)

　株主総会決議日

　 平成15年３月27日

　(新株予約権 554個)

　株主総会決議日

　平成17年３月25日

　(新株予約権 1,434個)

　株主総会決議日

　平成18年３月24日

　(新株予約権 875個)

　

(新株引受権)

　臨時株主総会決議日

　 平成13年５月28日

　(新株引受権 3,040個)

　臨時株主総会決議日

　 平成13年11月16日

　(新株引受権 37個)

(新株予約権)

　株主総会決議日

　 平成15年３月27日

　(新株予約権 554個)

　株主総会決議日

　平成17年３月25日

　(新株予約権 1,111個)

　株主総会決議日

　平成18年３月24日

　(新株予約権 755個)

　

　これらの詳細については、

「第４提出会社の状況１株

式等の状況(2)新株予約権

等の状況」に記載のとおり

であります。

　これらの詳細については、

「第４提出会社の状況１株

式等の状況(2)新株予約権

等の状況」に記載のとおり

であります。
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(重要な後発事象)

　
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１　ストックオプション(新株予約権)について

(1) 当社は、取締役及び監査役に対してストックオプション

として割当てる新株予約権が取締役の報酬等の一部である

と位置づけられたことに伴い、平成19年２月19日開催の取

締役会において、当社取締役及び監査役に対するストック

オプション報酬額（枠）及び内容を決定する議案を、平成

19年３月28日開催予定の第10期定時株主総会に提案するこ

とを決議いたしました。

１　ストックオプション(新株予約権)について

・新株予約権の目的となる株式の種類

　当社普通株式

・新株予約権割当の対象者

　当社取締役及び監査役

・新株予約権発行の要領

① 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　　取締役は当社普通株式70,000株、監査役は当社普通株式

10,000株を各事業年度に係る定時株主総会の日から１年以

内に発行する新株予約権により交付を受けることができる

株式の数の上限とする。

② 新株予約権の総数

　　取締役は700個、監査役は100個を各事業年度に係る定時株主

総会の日から１年以内に発行する新株予約権の上限とす

る。(新株予約権１個につき普通株式100株。ただし、①に定

める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。)

③ 新株予約権の価額

　　金銭の払込を要しないものとする。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株

予約権の行使により交付を受けることができる株式１株当

たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に当該新株

予約権の目的となる株式の数を乗じた金額とする。

　　行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」

という。）の属する月の前月の各日（取引が成立していな

い日を除く。）における大阪証券取引所における当社普通

株式の普通取引の終値の平均値に1.1を乗じた金額（１円

未満の端数は切上げ）とする。

　　ただし、当該金額が割当日の前日の終値（当該日に終値がな

い場合、それに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、当該

終値とする。

・新株予約権を行使することができる期間

　割当日後２年を経過した日の翌日から５年以内とする。
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　 前事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

(2) 当社は、平成19年２月19日開催の取締役会において、会社

法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、以下のと

おりストックオプションとして、株主以外の者に対して特

に有利な条件をもって新株予約権を発行することの承認を

求める議案並びに本件新株予約権の募集事項の決定を取締

役会に委任することの承認を求める議案を、平成19年３月

28日開催予定の第10期定時株主総会に提案することを決議

いたしました。

　　当社は、平成20年２月18日開催の取締役会において、会社法

第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、以下のとお

りストックオプションとして、株主以外の者に対して特に

有利な条件をもって新株予約権を発行することの承認を求

める議案並びに本件新株予約権の募集事項の決定を取締役

会に委任することの承認を求める議案を、平成20年３月25

日開催予定の第11期定時株主総会に提案することを決議い

たしました。

・新株予約権の目的となる株式の種類

　当社普通株式

・新株予約権割当の対象者

　当社の従業員及び当社子会社の取締役、監査役並びに従業員

に割り当てるものとする。

・新株予約権発行の要領

・新株予約権の目的となる株式の種類

　当社普通株式

・新株予約権割当の対象者

　当社の従業員及び当社子会社の取締役、監査役並びに従業員

に割り当てるものとする。

・新株予約権発行の要領

① 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　　当社普通株式60,000株を上限とする。

① 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　　当社普通株式60,000株を上限とする。

② 新株予約権の総数

　　600個を上限とする。(新株予約権１個につき普通株式100株。

ただし、①に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の

調整を行う。)

② 新株予約権の総数

　　600個を上限とする。(新株予約権１個につき普通株式100株。

ただし、①に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の

調整を行う。)

③ 新株予約権の価額

　　金銭の払込を要しないものとする。

③ 新株予約権の価額

　　金銭の払込を要しないものとする。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株

予約権の行使により交付を受けることができる株式１株当

たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に当該新株

予約権の目的となる株式の数を乗じた金額とする。

　　行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」

という。）の属する月の前月の各日（取引が成立していな

い日を除く。）における大阪証券取引所における当社普通

株式の普通取引の終値の平均値に1.1を乗じた金額（１円

未満の端数は切上げ）とする。

　　ただし、当該金額が割当日の前日の終値（当該日に終値がな

い場合、それに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、当該

終値とする。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は金銭

とし、新株予約権の行使に際して交付を受けることができ

る株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」とい

う。）に当該新株予約権の目的となる株式の数を乗じた金

額とする。

　　行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」

という。）の属する月の前月の各日（取引が成立していな

い日を除く。）における大阪証券取引所における当社普通

株式の普通取引の終値の平均値に1.1を乗じた金額（１円

未満の端数は切上げ）とする。

　　ただし、当該金額が割当日の前日の終値（当該日に終値がな

い場合、それに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、当該

終値とする。

・新株予約権を行使することができる期間

　平成23年１月１日から平成26年12月31日までの期間で取締

役会が決定する期間とする。

・新株予約権を行使することができる期間

　平成24年１月１日から平成27年12月31日までの期間で取締

役会が決定する期間とする。

前事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

――― ２　被債務保証について

　　当社は、平成20年１月22日開催の取締役会において、当社の

親会社であるデジタル・アドバタイジング・コンソーシア

ム株式会社との間で、当社の銀行からの借入170,003千円、

社債200,000千円に対する被債務保証の契約を、平成20年１

月23日付けで締結することを決議し、実行しております。
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――― ３　貸出コミットメントライン契約の締結について

　　当社は、平成20年１月22日開催の取締役会において、当社の

親会社であるデジタル・アドバタイジング・コンソーシア

ム株式会社との間で、当社が貸し出しを受けられる貸出コ

ミットメントライン契約を、平成20年１月23日付けで締結

することを決議し、実行しております。貸出コミットメント

ライン契約の概要は以下の通りです。

(1) 契約の相手会社の名称

　  デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム

    株式会社

(2) 契約期間

　　平成20年１月23日～平成20年12月31日

(3) 貸出コミットメントラインの総額

　　250,000千円
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⑥ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

　

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(千円)

(投資有価証券)

その他有価証券

ジー・プラン㈱ 200 8,511

国際保険㈱ 3,000 2,197

㈱レッドライスメディウム 250 0

㈱サイバー・コミュニケーションズ 2 145

計 3,452 10,853

【その他】

　

銘柄 投資口数（口） 貸借対照表計上額(千円)

(投資有価証券)

その他有価証券

(証券投資信託受益証券)

ドイチェ・マネープラス 3,000 30,310

計 3,000 30,310
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【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

　建物 59,7177,55920,42746,849 20,4465,437 26,403

　器具備品 155,0013,95513,582145,374117,90911,213 27,465

有形固定資産計 214,71911,51434,010192,224138,35516,650 53,868

無形固定資産

　のれん 50,000 ― ― 50,000 50,000 ― ―

　ソフトウェア 76,01821,982 ― 98,000 62,89514,591 35,105

　電話加入権 106 ― ― 106 ― ― 106

無形固定資産計 126,12521,982 ― 148,107112,89514,591 35,212

長期前払費用 37,761 346 14,70423,403 10,367 127 13,036

繰延資産

― ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―

(注) １　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物 大阪オフィス移転に伴う設備 7,559千円

ソフトウェア TR集計分析ソフト(タイムセーバー)制作費 7,550千円

ソフトウェア roomono制作費用 12,000千円

２　当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物 大阪オフィス移転に伴う設備除却 8,862千円

器具備品 大阪オフィス移転に伴う備品除却 1,812千円

３　「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
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【社債明細表】

　

銘柄 発行年月日
前期末残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(％)

担保 償還期限

第１回無担保社債
平成17年
９月15日

200,000
200,000
(200,000)

0.55 無
平成20年
９月12日

合計 ― 200,000
200,000
(200,000)

― ― ―

(注)　１　()内書きは、１年以内の償還予定額であります。 

　　　２　決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。 

　
１年以内
(千円)

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

200,000 ― ― ― ―

　

【借入金等明細表】

　

区分
前期末残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 ─ ─ ─ ―

１年以内に返済予定の長期借入金 342,176 39,996 2.45 ─

長期借入金(１年以内に返済予定の
ものを除く。)

─ 133,340 2.45平成21年～平成24年

合計 342,176 173,336 ― ―

(注)　１　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

　　　２　長期借入金（1年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下の通りであ　

　　ります。

 
１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金 39,996 39,996 39,996 13,352

　

【引当金明細表】

　

区分
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 123,715 138 262 365 123,225

ポイント引当金 46,760 7,335 ― 33,273 20,822

（注）１ 貸倒引当金の減少額の「その他」は、洗替額365千円であります。

２ ポイント引当金の減少額の「その他」は、洗替額33,273千円であります。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

　

区分 金額(千円)

現金 365

預金の種類

当座預金 26,724

普通預金 184,196

定期預金 210,015

計 420,936

合計 421,302

　

②　売掛金

相手先別内訳

　

相手先 金額(千円)

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 81,476

ＳＢＩベリトランス㈱ 24,499

㈱博報堂 7,198

㈱サムスル 5,717

ＳＢＩマーケティング㈱ 5,346

その他 54,649

合計 178,888

　

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

　

前期繰越高(千円)
(Ａ)

当期発生高(千円)
(Ｂ)

当期回収高(千円)
(Ｃ)

次期繰越高(千円)
(Ｄ)

回収率(％)
　

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
365

191,182 1,565,7081,578,001 178,888 89.8 43.1

(注)　消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
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③　商品

　

品目 金額(千円)

Ｅコマース用商品 19,902

合計 19,902

　

④　仕掛品

　

相手先 金額(千円)

コンテンツ製作原価 11

サイト制作原価 257

合計 269

　

⑤　貯蔵品

　

相手先 金額(千円)

プレゼント用商品 687

合計 687

　

⑥　差入保証金

　

相手先 金額(千円)

相互住宅㈱ 89,984

ＧＥリアル・エステート㈱ 9,251

日本ビクター㈱ 2,000

その他 850

合計 102,086

　

⑦　破産更生債権等

　

相手先 金額(千円)

㈱ビジュアルアート研究所 85,225

技研システム㈱ 37,862

合計 123,087
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⑧　買掛金

　

相手先 金額(千円)

㈱オークセール 7,762

関東エレクトロニクス工業㈱ 3,193

㈱マクロス 1,389

㈱プラタ 978

㈲ナチュラルビューティー 970

その他 7,001

合計 21,294

　

⑨　未払金

　

区分 金額(千円)

広告宣伝費 12,221

マグスタ制作費 5,180

その他 34,171

合計 51,573

　

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 １月１日から12月31日まで

定時株主総会 毎決算期末日の翌日から３ヶ月以内

基準日 12月31日

株券の種類 １株券、10株券、100株券、1,000株券

剰余金の配当の基準日
中間配当　６月30日
期末配当　12月31日

１単元の株式数 100株

株式の名義書換

　　取扱場所
大阪市中央区北浜二丁目２番21号
中央三井信託銀行株式会社　大阪支店

　　株主名簿管理人
東京都港区芝三丁目33番１号
中央三井信託銀行株式会社

　　取次所
中央三井信託銀行株式会社　本店及び全国各支店
日本証券代行株式会社　本店及び全国各支店

　　名義書換手数料 無料

　　新株交付手数料 株券１枚につき印紙税相当額

単元未満株式の買取り

　　取扱場所
大阪市中央区北浜二丁目２番21号
中央三井信託銀行株式会社　大阪支店

　　株主名簿管理人
東京都港区芝三丁目33番１号
中央三井信託銀行株式会社

　　取次所
中央三井信託銀行株式会社　本店及び全国各支店
日本証券代行株式会社　本店及び全国各支店

　　買取手数料 無料

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告とする。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができな
い場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりであ
ります。
http://www.ergobrains.co.jp/

株主に対する特典 該当事項はありません。

(注) １  平成20年２月21日開催の取締役会決議により、平成20年３月26日付で株主名簿管理人を以下のとおり変更い

たしました。また、株主名簿管理人の変更に伴い、手数料にかかる規定も変更いたしました。
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株式の名義書換

　　取扱場所
大阪市北区堂島浜一丁目１番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　大阪証券代行部

　　株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

　　取次所
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国本支店
野村證券株式会社　全国本支店

　　名義書換手数料 無料

　　新株交付手数料 無料

単元未満株式の買取り

　　取扱場所
大阪市北区堂島浜一丁目１番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　大阪証券代行部

　　株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

　　取次所
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国本支店
野村證券株式会社　全国本支店

　　買取手数料 無料

２　当社は、「当会社の株主（実質株主を含む。以下同じ。）は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利

以外の権利を行使することができない」旨を定款で定めております。

１．会社法第189条第２項各号に掲げる権利

２．会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

３．株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、親会社等はありません。

　

　

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

　

(1)有価証券報告書及びその添付書類
事業年度　第10期(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

平成19年３月29日
近畿財務局長に提出

(2)半期報告書
中間会計期間　第11期中(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日)

平成19年９月18日
関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書

　

平成19年３月28日

株式会社　エルゴ・ブレインズ

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　酒　　井　　弘　　行　　㊞

　
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　湯　　口　　　　　豊　　㊞

　

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社エルゴ・ブレインズの平成18年1月1日から平成18年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸

表、すなわち、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書について監査

を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に

対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、株式会社エルゴ・ブレインズ及び連結子会社の平成18年12月31日をもって終了する連結会計年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

追記情報

１．継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に記載のとおり、会社は当連結会計年度におい

ては250,333千円の営業利益を計上しているが、前々連結会計年度において757,709千円、前連結会計年

度において759,812千円と過去連続して営業損失を計上しており、当連結会計年度において一定の収益

が計上されているものの、新たに取り組んでいる事業等について、収益基盤が安定した状況には至って

おらず、こうした新規事業の成否が今後の業績に大きな影響を与える可能性があることから、当連結会

計年度末日において継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画

等は当該注記に記載されている。連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重

要な疑義の影響を連結財務諸表には反映していない。

２．連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当連結会計

年度より固定資産の減損に係る会計基準が適用されることとなるため、この会計基準により連結財務

諸表を作成している。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。
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独立監査人の監査報告書

　

平成19年３月28日

株式会社　エルゴ・ブレインズ

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　酒　　井　　弘　　行　　㊞

　
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　湯　　口　　　　　豊　　㊞

　

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社エルゴ・ブレインズの平成18年1月1日から平成18年12月31日までの第10期事業年度の財務諸表、

すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸

表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社エルゴ・ブレインズの平成18年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の

経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

追記情報

１．継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に記載のとおり、会社は当事業年度においては

251,471千円の営業利益を計上しているが、前々事業年度において680,580千円、前事業年度において

783,722千円と過去連続して営業損失を計上しており、当事業年度において一定の収益が計上されてい

るものの、新たに取り組んでいる事業等について、収益基盤が安定した状況には至っておらず、こうし

た新規事業の成否が今後の業績に大きな影響を与える可能性があることから、当事業度末日において

継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載

されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を財務諸

表には反映していない。

２．財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当事業年度より

固定資産の減損に係る会計基準が適用されることとなるため、この会計基準により財務諸表を作成し

ている。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。
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独立監査人の監査報告書

　

平成20年３月26日

株式会社　エルゴ・ブレインズ

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　酒　　井　　弘　　行　　㊞

　
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　湯　　口　　　　　豊　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲

げられている株式会社エルゴ・ブレインズの平成19年1月1日から平成19年12月31日までの第11期事業年度の

財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明

細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財

務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社エルゴ・ブレインズの平成19年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度

の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

追記情報

１．継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は前事業年度において251,471千円の営業利益を計

上しているが、当事業年度において195,176千円の営業損失を計上しており、また営業キャッシュ・フ

ローについても273,863千円のマイナスとなった結果、現金及び預金残高は前事業年度末に比べ

491,422千円減少しており、従って、未だ損益面及び資金面において安定した状況にはないと判断され、

当事業年度末日において継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営

計画等は当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重

要な疑義の影響を財務諸表には反映していない。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は親会社であるデジタル・アドバタイジング・コン

ソーシアム株式会社との間で、会社の銀行からの借入及び社債に対する被債務保証の契約を締結した。

３．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は親会社であるデジタル・アドバタイジング・コン

ソーシアム株式会社との間で、会社が貸し出しを受けられる貸出コミットメントライン契約を締結し

た。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。
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